
評価実施時期：平成１９年６月

ア

イ

　イ　特に、都道府県における指導監督基準及び各種申合せ等の更なる周知徹底が必要。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名

施策の概要

政策体系上の位置付け

１　行政改革の推進　政策１

　ア(ｱ)定員の大胆な再配置と一層の純減の確保を図ることとし、各府省からの組織の新設・改正・廃

　ア(ｲ)独立行政法人等についても、各法人ができるだけスリムで効率的な姿となるよう、共通的制度

担当部局名：総務省行政管理局企画調整課　他

止の要求を厳正に審査し、機構・定員等のスリム化を図っている。

社会経済情勢の変化等に対応した行政管理の実施等

（必要性）

　社会経済情勢の変化に対応しつつ、簡素で効率的な政府を実現するためには、政府における人的
資源の適切な再配分やスリム化を行う必要がある。機構・定員等は、予算（総人件費）の積算根拠
ともなっており、行政の減量・効率化の取組は、予算膨張の抑制にも寄与するものである。
　公益法人の設立許可及び指導監督基準は、各主務官庁及びその権限に属する事務を処理すること
とされた都道府県知事等、多数の所管官庁において行われている。このため、各主務官庁が行う事
務の統一性・整合性を図る必要がある。

ア　国の行政組織等の減量・効率化

21年度までの５年間で16年度末定員332,239人の10％（▲ 33,230人）以上を定員合理化することを
目標。
→17年度▲5,549人、18年度▲7,130人、19年度▲7,222人、計▲19,901人を定員合理化（目標数の
59.9％）また、「国の行政機関の定員の純減について」（平成18年６月30日閣議決定）に基づき、
国の行政機関の定員について、17年度末定員332,034人に対し、平成18年度から22年度までの５年
間で▲18,936人（▲5.7％）以上の純減を　確保することを目標。
→18年度▲1,502人、19年度▲2,129人、計▲3,631人の純減を確保。（目標数の19.2％）いずれも
目標の達成に向けて着実に進ちょくしており、有効性が認められる。

設立された58法人中45法人の役職員を非公務員化。特殊法人の審査に関しては、政策金融改革、公
営競技関係法人の見直しにおいて、今通常国会提出の関連法案について、既存の決定との整合性を
審査。組織・業務の見直しによる大幅なコスト削減（約1,900億円）が見込まれることから、有効
性が認められる。

の企画及び立案を行うとともに、法人の新設や設立根拠法の改正についての審査を行っている。

施策に関する評
価結果の概要と
達成すべき目標
等

（効率性）

　平成18年度においては、「公益法人地方講習会」を都道府県との共催で開催したところである。
これにより、総務省単独で開催する場合と比べ、より少ない費用で多数の参加者（約２万人）を得
ることができたことから、一定の効率性が認められる。

　ア(ｱ)国の行政機関の定員について、平成18年度から22年度までの５年間で5.7％以上の純減を行う。

　ア(ｲ)平成19年内を目処に策定される「独立行政法人整理合理化計画」に合わせ、19、20年度に中期
目標期間が終了する独立行政法人（35法人）について、組織・業務全般を極力整理縮小すること
で検討することが必要。

      公益法人本来の事業の規模が２分の１以上である法人の割合については、国、都道府県ともに各
    所管官庁における指導監督を更に推進することが必要。今後は、公益法人制度の抜本的改革の実
    施に向けた研修等の充実を検討に力を入れることが必要。

（有効性）

【評価結果の概要】

　ア(ｲ)独立行政法人の審査に関して、15年度以降、法人の統廃合により14法人削減、公務員型として

イ　公益法人の適切な設立許可・指導監督等による公益法人制度の推進

（反映の方向性）

  社会経済情勢の変化等に対応した適正かつ合理的な行政を実現するため、公益法人の実態調査、基準
  等の実施状況等のフォローアップ、研修会の実施等の公益法人の適正な指導監督・制度改革に関する
  取組等を推進している。

    度の３年間で98.0％の法人で立入検査が行われており、少なくとも３年に１回は実施するとされて
    いる基準がおおむね遵守されている状況であることから、一定の有効性が認められる。
      その他の指標については、目標の達成には至らなかったものの、いずれも80％を超える水準で、
    ほぼ前年度よりも改善してきている。特に、研修等で強く要請したホームページの開設について
    は、着実に改善が見られていることから、一定の有効性が認められる。

　ア(ｱ)「平成18年度以降の定員管理について」（平成17年10月４日閣議決定）に基づき、17年度から

　イ　国所管法人の立入検査の実施状況については、目標達成には至らなかったものの、平成16～18年

実績評価書　ｐ１３
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主な指標 目標値 目標年度 16年度 17年度 18年度

毎年度の機構・
定員審査結果

（平成17年度～21
年度）16年度末定
員の10％以上を定
員合理化

21年度 ― 16.7% 38.2%

〃

平成18年度～22年
度）17年度末定員
の5.7％以上の純減
を確保　※

22年度 ― ― 7.9%

公益法人の設立
許可及び指導監
督基準等の遵守
状況

・公益法人本来
の事業の規模が2
分の1以上である
法人の割合
　　ア　国
　　イ　地方
　　ウ　全体

前年度比増 18年度 ア　49.2%
イ　40.7%
ウ　42.9%

ア　50.2%
イ　40.0%
ウ　42.6%

ア50.7％
イ38.6％
ウ41.7％

・情報公開率
　　ア　国
　　イ　地方
　　ウ　全体

100% 18年度
ア　96.8%
イ　84.9%
ウ　88.1%

ア　97.2%
イ　84.8%
ウ　88.1%

ア96.9％
イ85.0％
ウ88.2％

各種申合せの実
施 状 況 の フ ォ
ローアップ結果

・国所管法人の
立入検査の実施
状況
※（）内の数字
は、当該年度を含
む過去3年間の実施
状況
※立入検査は、
「指導監督充実申
合せ」により、少
なくとも３年に1回
は実施することが

100% 18年度
43.1%

（98.2%）
39.8%

（98.7%）
40.5%

(98.0%)

・国所管法人の
ホームページ開
設率

100% 18年度 76.5% 81.2% 82.6%

（基本目標）
・社会経済情勢の変化に対応した、簡素で効率的な政府を実現するため、メリハリのあるスリムな機
構・定員を実現するとともに、行政改革を着実に推進する。
・「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等に基づく、公益法人の適切な設立許可・指導監督によ
る公益法人行政を推進する。

国家公務員について、今後５年間で５パーセント以上
減らす。

社会経済情勢の変
化等に対応した適
正かつ合理的な行
政を実現するため
には、国の行政組
織等の減量・効率
化に向けた機構・
定員等の審査、公
益法人の適正な指
導監督・制度改革
に関する取組を進
めていくことが必
要であることか
ら、左記指標によ
り評価するもので
ある

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

平成18年7月7日

平成18年1月20日

簡素で効率的な政府を
実現するための行政改
革の推進に関する法律
（行革推進法）

平成18年6月2日

施政方針演説

関係する施政方
針演説等内閣の
重要政策（主なも
の）

施政方針演説等 年月日

基本目標・指標の
設定根拠・考え方

経済財政運営と構造改
革に関する基本方針
2006 平成18年7月7日

「国と特に密接な関係を持つ公益法人に対する給与水
準の点検・見直しの要請」について、法人への指導の
強化・徹底と、そのフォローアップを行う。地方にお
いても同様の取組を行うことを要請する。

施策に関する評
価結果の概要と
達成すべき目標
等

国の行政機関の定員の
純減について

国の行政機関の定員（平成17年度末定員を基準とす
る。以下同じ。）332,034人に対して、平成18年度か
ら22年度までの5年間で･････18,936人（5.7％）以上
の純減を確保する。

平成22年度の国家公務員の年度末総数を、平成17年度
末総数の５％相当数以上の純減とすることを目標とし
て、これを達成するため必要な施策を講ずる。

記載事項（抜粋）

※「国の行政機関の定員の純減に
ついて」（平成18年６月30日閣
議決定）において、新たに設定さ

れた目標値に差し替えた

※定員合理化進捗率
（当該年度までの定員合理化数／定員合理化目標）

※純減目標達成率

（当該年度までの純減数／純減目標数）
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評価実施時期：平成１９年６月

閣議決定
「経済財政運営と構造改革
に関する基本方針2006」

平成18年7月7日

住民の視点に立った地方公共団体の自発的な取組が促進されるよう
な制度改革を行う。そのため、再建法制等も適切に見直すととも
に、情報開示の徹底、市場化テストの促進等について地方行革の新
たな指針を策定する。地方公務員人件費については、国家公務員の
改革を踏まえた取組に加え地方における民間給与水準への準拠の徹
底、民間や国との比較の観点からの様々な批判に対する是正等の更
なる削減努力を行い、本年４月末に総務省から公表された速報値を
踏まえ、５年間で行政機関の国家公務員の定員純減（▲5.7％）と
同程度の定員純減を行うことを含め大幅な人件費の削減を実現す
る。

平成16年12月24日
社会経済情勢の変化を踏まえ更に積極的な取組を促進するため、行
政改革推進のための新たな指針を策定する。

閣議決定
「行政改革の重要方針」

平成17年12月24日

　地方分権の推進を効果的に実施するためには、地方公共団体が自らの責任において、社会経済情勢の
変化に柔軟かつ弾力的に対応できるような体制を整備していくことが求められている。そのため、「地
方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」（平成17年3月）及び「地方公共団体におけ
る行政改革の更なる推進のための指針」（平成18年8月）を示し積極的な行政改革の推進に努めるよう
通知するとともに、国民に対する説明責任を果たす観点から、毎年度フォローアップを実施し、その結
果を広く国民に公表する。

施策の概要

閣議決定
「今後の行政改革の方針」

（ア）集中改革プランの公表状況 （ウ）給与情報等公表システムによる公表状況

（イ）地方公務員の総定員 （エ）各地方公営企業における経営計画の策定状況

（効率性）

　集中改革プランのフォローアップを関係課室で連携し行ったことは、情報の共有化が図れたととも
に、地方公共団体の負担軽減にも資したため、効率的であったと評価できる。

（今後の課題、取組の方向性等）

（有効性）

　調査初年度であった集中改革プランの公表状況については、95%を超える状況であり、未公表団体に
ついても公表に向けた取組が見られている。その他の指標についても前回調査時に比べ向上しており、
地方行革の進展が見られることから取組に有効性が認められる。

（総合的評価）

　地方行革の円滑な実施を助言する立場から総務省として指針を策定し、各地方公共団体に対して、簡
素で効率的・効果的な地方行政体制の整備・確立の自主的な取組を要請している。地方行革は各地方公
共団体の自主的な取組によるものであり、一定の指標等により目標を定めてその達成状況から総務省の
政策を評価することは困難であるが、参考となる指標の状況から、地方行革が進展していることが確認
できる。

（必要性）

　少子・高齢化、住民ニーズの多様化など、社会経済情勢が大きく変化しつつある状況下で、地方分権
の推進を効果的に実施するためには、地方公共団体が自らの責任において、社会経済情勢の変化に柔軟
かつ弾力的に対応できるような体制を整備していくことが求められている。また厳しい財政や地域状況
等を背景に地方公共団体の行政改革の進捗状況に対する国民の視線は厳しく、地方公共団体においては
首長のリーダーシップの下に、危機意識と改革意欲を首長と職員が共有して、行政改革に取り組んでい
く必要がある。そのため、総務省としても、地方公共団体の取組状況を調査、公表し、行政改革の推進
を促していく必要がある。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
１　行政改革の推進　政策２

政策体系上の位置付け
地方行革の推進

担当部局名：自治行政局行政体制整備室　外2課室

関 係 す る 施 政
方 針 演 説 等内
閣 の 重 要 政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日

施策に関する評
価結果の概要と
達 成 す べ き 目
標等

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

記載事項（抜粋）

ア②地方公務員の純減目標：4.6％以上の純減確保に向けた各地方
団体の真摯な取組及び国による定員関係の基準の見直しにより、一
層の純減の上積みが確保されるよう取り組む。
イ②地方公務員給与：地域の民間給与の水準を的確に反映したもの
になるよう、今回の国家公務員の給与構造改革に準じた改革を徹底
し、人事委員会機能の強化に取り組むとともに、給与情報等の情報
公開等により住民自治を原動力として不適切な手当等の是正を徹底
する。

　集中改革プラン未公表団体について、引き続き早期の公表を要請していくとともに、公表団体に対し
ては、集中改革プランの実施状況のフォローアップを行い、必要に応じての助言、実施状況の公表を行
い、地方行革を促進していく。

  平成 18 年 7 月 

都 道 府 県 45 団体 (95.7%) 

政令指定都市 15 団体  (100%) 

市 区 町 村 1,436 団体 (95.1%) 

計 1,496 団体 (95.2%) 

 
※各年 4 月 1 日現在 

 H16 H17 H18 

総職員数(人) 3,083,597 3,042,122 2,998,402

 

 H17 年度 H18 年度 

都 道 府 県 47団体 (100%) 47 団体 (100%) 

政令指定都市 14団体 (100%) 15 団体 (100%) 

市 区 町 村 1,557 団体(85.1%) 1,712 団体(94.5%) 

計 1,618 団体(85.6%) 1,774 団体(94.7%) 

※ 平成 17 年度から、団体数で算出。（平成 16 年度まで 
は事業数で算出） 

 H16 年度 H17 年度 H18 年度 

策定率 13.4% 64.2% 80.6% 

実績評価書　ｐ１９
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評価実施時期：平成１９年６月

関係する施政方
針 演 説 等 内 閣
の重要政策（主
なもの）

施政方針演説等 年月日

施策の概要

施策に関する
評 価 結 果 の
概要と達成す
べき目標等

（１）必要性
　政策の効果を点検し、その不断の見直しや改善を図る上で、各府省における評価の実施及びその実効性
を高めるための仕組みは、必要不可欠。
（２）有効性
　下記のとおり、測定指標に係る目標は達成しており、有効性は認められるが、引き続き、充実・強化を
図るための取組が必要。
（３）効率性
　総務省が行う統一性・総合性確保評価については、処理に長期間を要しており、評価結果の早期の政策
への反映を図るために、一層の効率性の向上が必要。
（４）反映の方向性
・重要政策に関する評価の実効性を確保する仕組みの検討
・規制の事前評価の円滑な実施の推進
・政策評価フォーラムの開催等広報の積極的な展開　　　　　　　　　等

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

記載事項（抜粋）

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき、各府省は、所掌する政策について自ら評価を実
施。
総務省は、各府省において政策評価が円滑かつ着実に実施されるよう政策評価制度を推進するとともに、
府省の枠を超えた全政府的な立場から、政策の統一性・総合性を確保するための評価（統一性・総合性
確保評価）及び各府省の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動（客観性担保評価
活動）を実施。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
１　行政改革の推進　政策３

政策体系上の位置付け
政策評価の推進による効果的かつ効率的な行政の推進及び国
民への説明責任の徹底

　　　　担当部局名：行政評価局総務課、政策評価官室

効果的かつ効率的な行政は政策評価の的
確な実施を始めとする取組を通じて実現さ
れるものであり、各府省において、これに資
する政策評価が行われていることが重要で
ある。したがって、各府省における評価の
実施状況及び質の向上の状況を本政策の
指標として設定する。
国民への説明責任は、基本的には政策評
価に関する情報の公表によって果たされる
ものであるが、説明責任の徹底状況は、国
民の政策評価に関する認識及び政策評価
の活用の状況によって判断されるものであ
ることから、認識及び活用の状況を本政策
の指標として設定する。

行政改革の重要方針

規制改革・民間開放推進３か年計
画（再改定）

平成18年3月31
日閣議決定

Ⅱ　17年度重点計画事項
３　規制の見直し基準の策定等
２　規制影響分析（RIA）の義務付け
　  各府省は引き続き、ＲＩＡの試行を積極的に実施するとともに、
  総務省は引き続き、その実施状況の把握・分析や調査研究を通じ
  て、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の枠組みの下で、
  規制について事前評価を義務付けるため必要な措置を講ずる。
 【平成18年度措置】
　また、各府省は、事前評価の義務付けに至らない規制についても、
  積極的かつ自主的にこれを行うよう努めることとし、総務省はこ
  れを促進するために必要な措置を講ずる。【平成18年度措置】

平成17年12月24
日閣議決定

８　政策評価の改善・充実
　政策評価の改善・充実を図るため、「政策評価に関する基本方針」
(平成13年12月28日閣議決定。平成17年12月16日改定。)等を踏まえ、
以下のアからウを始めとする取組を積極的に進める。
ア　施政方針演説等で示された内閣の重要政策を踏まえ、各府省の
  政策の体系化を図り、それらに応じた政策評価の重点化・効率化
  を推進する。
イ　政策評価の質の一層の向上を推進するため、政策体系の明示や
  達成目標の定量化、データ等の公表等に取り組むとともに、政策
  評価と予算・決算との連携強化を図る。
ウ　政策評価の結果を国民に分かりやすく伝えるよう評価書等の改
  善を進めるなどにより、国民への説明責任を徹底する。

57.2%

60.0%

18年度

基本目標・指標の
設定根拠・考え方

基本目標 主な指標 目標値 目標年度 16年度 17年度 18年度

18年度

55.5% 54.6%

- 51.1%

各府省及び総務省
における政策評価
の適切な実施及び
質の向上並びに評
価結果の政策への
適時・的確な反映に
より、効果的かつ効
率的な行政が推進
されるとともに、政策
評価に関する情報
の公開により、国民
への説明責任の徹
底が図られること。

各府省における評
価の実施及び質の
向上（実績評価方
式における目標の
数値化等の割合）

国民の政策評価に
関する認識及び政
策評価の活用の状
況（アンケートでの
「政策評価につい
て知っている」との
回答割合）

対前年
度比増

対前年
度比増

実績評価書　ｐ２４
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評価実施時期：平成１９年６月

89.2% 94.1% 95.9%

95.4% 98.6% 100.0%

96.2%90% 18年度 95.1% 95.9%

－

記載事項（抜粋）

18年度目標値 目標年度 16年度 17年度

90% 18年度

行政制度・運営の改善を実
現するためには、行政内部
にありながらも各府省とは異
なる立場の総務省が行う行
政評価・監視の実施により、
各府省の業務の実施状況に
ついて調査し、改善すべき
事項を指摘するとともに、国
の行政に関する苦情を広く
受け付け、あっせん等を行う
ことが必要であることから、左
記指標により評価するもので
ある。左記目標値について
は、過去の実績等を勘案し
て設定したものである。

施策の概要

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　中立・公正な立場から各府省の業務の実施状況等を調査し、その結果に基づき勧告等を行う行政評
価・監視、国民から国の行政全般に関する苦情等を受け付け、関係行政機関に必要なあっせんを行う
行政相談により、行政の制度・運営の改善を推進する。

（１）必要性
　各府省とは異なる中立・公正な立場から行政評価・監視を行う機能は政府部内に必要不可欠。ま
た、国の行政全般について国民からの苦情等を広く受け付け、その解決等を図る機能は、国民にとっ
て最も身近な相談窓口として必要不可欠。
（２）有効性
　下記のとおり、測定指標に係る目標は達成しており、有効性は認められるが、本政策の対象が各府
省の業務の実施状況全般にわたること、行政課題が一層複雑・高度化していること、また、国民の多
様なニーズに応え、その活動が国民に一層理解されるような取組が必要であるとの指摘等を踏まえ、
充実・強化を図るための取組が必要。
（３）効率性
　行政評価・監視については、処理に長期間を要しており、早期の行政の制度・運営の改善を図るた
めに、一層の効率性の向上が必要。行政相談については、全体の約３分の２をボランティアの行政相
談委員が受け付けており、職員が直接処理する場合と比較してより少ないコストで業務を行っている
ことから効率性が認められる。
（４）反映の方向性
・行政評価・監視に係る勧告等の内容の充実に向けた民間専門家の活用拡大の検討
・国民の多様なニーズに対応した行政評価・監視の実施
・広報活動の強化に向けた新規広報媒体の制作の検討
・総合行政相談所・電話回線数の増設の検討　　　　　　　　　　　　　等

基本目標・指標の
設定根拠・考え方

（回答）※１

（その後の改善措置状況）※１

基本目標

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
１　行政改革の推進　政策４

政策体系上の位置付け
行政評価・監視の実施及び行政相談制度の推進による行政制
度・運営の改善

担当部局名：行政評価局総務課、行政相談課

主な指標

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

施政方針演説等

苦情あっせん案
件の解決率（※
２）

国民に信頼さ
れる公正で透
明、簡素で効
率的な質の高
い行政を実現
する見地から、
行政評価・監
視の実施及び
行政相談制度
の推進を通じ
て、行政の制
度・運営の改
善が図られるこ
と。

行政評価・監視
に係る勧告等に
基づく関係府省
の行政運営の
見直し・改善事
項数の割合

※１　勧告等から原則として６か月後に、勧告等に対して講じた措置についての「回答」を関係府省から受領し、
さらに、「回答」から原則として１年後に「その後の改善措置状況」を受領
※２　あっせんした苦情事案のうち、関係行政機関等が措置を講じて解決に至った相談件数の割合

年月日

－ －

実績評価書　ｐ３２
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評価実施時期：平成１９年６月

施策の概要

（有効性）
ア（ア）平成17年度の行政機関情報公開法等の施行状況調査の結果をみると、年々増加していた件数が初め
て減少している。しかし、依然として多くの国民に利用されており、本制度については、おおむね適正かつ
円滑な運用が確保されており、法の趣旨の徹底等の取組の有効性が認められる。
ア（イ）平成17年度の行政機関個人情報保護法の施行状況調査結果をみると、一部においては、漏えい等事
案の発生が見られるものの、すべての事案において再発防止策を講じるなどの措置が図られているところで
ある。また、各行政機関に対し、この結果を踏まえ、改めて個人情報の管理等のために必要な措置を講じる
よう通知していることなどから、本制度について、おおむね適正かつ円滑な運用が確保されており、法の趣
旨の徹底等の取組の有効性が認められる。
イ（ア）平成17年度に、各府省における行政手続法の施行状況を把握するため、同法の施行状況調査を実施
し、平成18年５月にその調査結果を公表した。また、平成18年４月から施行されている意見公募手続等を含
めた行政手続法の内容の周知をより一層徹底し、その適正かつ円滑な運用を推進するため、ブックレットや
Q＆A形式を導入しているなど分かりやすいDVDの作成・配布等を実施し、多くの国民や行政機関に複数手段
による制度の認知の機会を提供したことから、行政手続法の内容の周知に関する取組の有効性が認められ
る。

担当部局名：総務省行政管理局行政情報システム企画課 他

ア　国の行政機関等の情報公開・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用
　（ア）情報公開制度、（イ）個人情報保護制度
イ　行政手続制度の適正かつ円滑な運用
　（ア) 行政手続法、(イ) 「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」
ウ　地方公共団体の行政運営における公正の確保と透明性の向上

イ（ア）引き続き、行政手続法の適正かつ円滑な運用を確保する。特に審査基準の未設定状況の解消、イン
ターネット上での審査基準等の公表の推進、意見公募手続等の実施状況のフォローアップ及び同手続の周知
を図る。
イ（イ）「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申」における指摘等を踏まえ、行政機関による法令
適用事前確認手続の制度改正や運用改善を行う。同制度の対象範囲を拡大するなどの制度の改正、行政機関
による実施状況の調査、法令適用事前確認手続の制度の周知や回答期間の短縮化などの運用改善を行う。
ウ 情報公開条例、行政手続条例の未制定団体に対し、早期に制定するよう、助言等を行う。また、意見公
募手続について、行政手続法の規定を踏まえ導入を促進する。
以上のことが円滑かつ十分に行われるために、継続的な予算の確保を行う。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
１ 行政改革の推進　政策５

政策体系上の位置付け
行政の透明性の向上と信頼性の確保

【評価結果の概要】
(必要性)
ア（ア）行政機関及び独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府及び独立行政法人等
の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするために行政機関情報公開法、独法情報公開法の適切
かつ円滑な運用が必要。
ア（イ）行政機関及び独立行政法人における個人情報の適正な取扱いを確保するために、行政機関個人情報
保護法、独法個人情報保護法の適切かつ円滑な運用が必要。
イ　行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とする
行政手続法や「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の適正かつ円滑な運用が必要。
ウ　これからの地方公共団体は、自己決定権の拡大に伴い、住民等への説明責任を果たし、住民等の監視の
もとに、公正の確保と透明性の向上を図ることが一層重要となっている。そのため、行政上の意思決定の内
容及び過程を住民に明らかにする制度を整備していくことが必要であり、行政機関情報公開法第26条、行政
手続法第46条の規定を踏まえ、情報公開条例、行政手続条例の早期策定を促していくことが必要。

イ(イ)平成17年度の各府省における行政機関による法令適用事前確認手続の実施状況調査を実施し、平成18
年９月にその調査結果を公表した。また、「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申」における指摘
等を踏まえ、同制度の対象範囲を拡大することなどの制度改正及び同制度の周知の徹底や回答期間の短縮化
などの運用改善について検討しており、制度改正や運用改善に向けた取組が進ちょくしていることから、
法令適用事前確認手続制度の適正な運用を図る取組の有効性が認められる。
ウ情報公開条例は、平成18年４月１日現在で、都道府県及び政令指定都市では全団体、市区町村では98.9％
の団体が制定済みである。行政手続条例は、平成18年10月１日現在で、都道府県及び政令指定都市で全団
体、市区町村で99.6%の団体が制定済みである。制定の状況を調査、公表し、さらに必要に応じて助言を行っ
てきたが、未制定団体の中には全国的な制定状況を踏まえて制定に踏み切った団体もあり、このような取組
によって未制定団体に対して一定のインセンティブが働いているものと考えられ、取組の有効性が認められ
る。

（効率性）
ア平成18年度には、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を確保するため実施してい
る広報活動、調査研究等の契約について、一般的な随意契約から企画競争を経た随意契約に移行するなど、
予算執行の効率化のために取り組んでいる。
イ閣議決定に基づく意見提出手続（旧制度）は行政手続法の一部に法制化されたところであり、旧制度の
実施状況調査については、透明性の確保に留意して必要な調査項目に関してのみ行うこととし、他の事項を
重点的に実施したことから効率性が認められる。
ウ制定状況の調査を他の調査と併せて行ったことや、助言等について各種会議等の機会を利用して行った
ことは、既存の調査、機会等を有為に活用したものであり、効率的である。
（反映の方向性）
ア引き続き、国の行政機関等の情報公開・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を確保する必要がある。
法の趣旨の徹底、情報提供施策の充実、行政機関及び独立行政法人等の職員への研修の充実について取り組
む。

施策に関す
る評価結果
の概要と達
成すべき目
標等

実績評価書　ｐ４４
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目標値 目標年度
基本目標・指標の設定根
拠・考え方

関 係 す る 施
政 方 針 演 説
等 内 閣 の 重
要政策（主な
もの）

施政方針演説等 年月日

行政手続法の施
行状況

行政機関情報公
開法等の施行状
況

18年度

－ －

－ －

記載事項（抜粋）

－ －

－

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

基本目標 主な指標

・行政機関情報公開法及び独法情報
公開法について、施行状況調査を実
施し、公表（18年９月）
・行政機関個人情報保護法及び独法
個人情報保護法について、施行状況
調査を実施し、公表（18年９月）

行政手続法について、施行状況調査
を実施し、公表（18年５月）

行政の透明性の向上と信
頼性の確保を実現するた
めには、国・地方それぞ
れの側面から国民の権
利、行政の在り方を定め
た制度を整備し、情報公
開等を推進していくこと
が必要であることから、
国における制度の運用状
況、地方における制度の
整備状況を示す左記指標
により評価するものであ
る。

国の行政機関等
における情報公
開、個人情報保
護及び行政手続
の各制度の適正
かつ円滑な運用
並びに地方公共
団体の行政運営
における公正の
確保と透明性の
向上を図る。

施策に関す
る評価結果
の概要と達
成すべき目
標等
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評価実施時期：平成１９年６月

680人 839人 1,058人

7人 12人 16人

（注）　国から民間への派遣者数については、官民人事交流法によるものの数値である。

国家公務員の人事管
理に係る諸施策を適
切に実施することに
より、政府全体とし
ての適正な人事管理
の推進を図る。

参考となる指標

民間から国への職
員の受入数

国から民間への派
遣数　（注）

本政策については、人事管理自体は各府
省が行うため、具体的な指標や目標値を
設定することは困難であることから、政
府全体としての人事管理の取組状況等を
示す「参考となる指標」により、本政策
の目指す定性的な目標に向かっての達成
状況の把握に努める。

関 係 す る 施 政
方 針 演 説 等内
閣 の 重 要 政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

施政方針演説 平成19年1月26日 国と地方の行財政改革の推進

経済財政運営と構造改革に
関する基本方針2006 平成18年7月7日

「簡素で効率的な政府」への取組
（官民の人事交流の強化・拡大）

ア　公務における多様な人材の確保と活用
イ　国家公務員の高齢対策と再就職の適正化
ウ　国家公務員の健康管理・安全管理施策の推進

（必要性）
 国家公務員制度については、複雑多様化する行政課題に迅速かつ的確に対応し、質の高い行政サービスを実
現するとともに、行政に対する国民の信頼を確保するためには、人事管理面からも各府省が連携し、政府全体
として適正な人事管理を推進することが必要である。

(有効性）
(1)公務における多様な人材の確保と活用
・各種啓発事業におけるアンケート結果では、約９割が満足と回答しており、各府省の適正な人事管理に役
立っていると考えられることから、政策の有効性が認められる。
・各府省に対し、各種人事交流状況の調査を実施し、「民間から国への職員の受入状況」、「国と地方公共団
体との間の人事交流状況」、「府省間人事交流の実施状況」として公表している。この結果では、多くの交流
が実現しており、各府省の適正な人事管理に役立っていると考えられることから、政策の有効性が認められ
る。
・平成18年度における国家Ⅰ種試験の事務系区分試験（行政・法律・経済）の採用者のうち、女性の割合は
22.4％にとどまっているが、17年度に比べると0.9ポイント増加しており、各府省の適正な人事管理に役立っ
ていると考えられることから、有効性が認められる。
・配置転換の取組については、平成19年度の配置転換目標数728人を上回る748 人の内定（国の行政機関以外
も含む。）という成果を得ており、総人件費改革の一環である国の行政機関の定員純減に貢献していることか
ら、有効性が認められる。

（反映の方向性）
・啓発事業の実施時期等を検討
・官民人事交流の拡大方策等についての検討
・女性国家公務員の採用等にかかる各府省における取組状況についての更なる調査及びこれに基づく適確な情
報提供
・配転異動職員へのアフターケアの充実を検討
・人材バンクの予算の縮小・廃止について検討　　　　　　　　　　　　　　　等

参考となる指標の設定根拠・考え方

【評価結果の概要】

（2）国家公務員の高齢対策と再就職の適正化
・退職準備プログラムについては、引き続きすべての府省で、実情に応じて退職準備プログラムが実施されて
おり、各府省の適正な人事管理に役立っていると考えられることから、有効性が認められる。
  生涯生活設計プログラムについては、平成17年度の８府省で実施から、18年度は16府省（講習会への斡旋等
を含む）で実施へと増加しており、各府省の適正な人事管理に役立っていると考えられることから、有効性が
認められる。
（3）国家公務員の健康管理・安全管理施策の推進
・各府省の担当者に対する健康管理、安全管理の講演会、各府省のカウンセラーに対する講習会については、
終了後、それぞれ参加者に対して実施内容等に関するアンケートを実施することにより意見等を把握した結
果、充実した内容であるとの評価が多数であったこと、また、各府省の健康管理等の担当者から多数の参加要
望もあることから、政策の有効性が認められる。

(効率性）
・各種啓発事業については、業者が印刷する報告書から電子データ等へ変更することにより、経費を軽減し
た。
・平成１８年度の女性国家公務員の採用の拡大状況等のフォローアップ調査については、人事院と共同で実施
し、人事院で別途実施している各種調査の結果データを利活用することで調査できるフォローアップ項目につ
いては新規に調査票の提出を求めないこととすること等により、各府省の調査に係る負担を軽減した。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

施策の概要

平成１９年度実績評価書要旨

担当部局名：人事・恩給局総務課

施策名 国家公務員の適正な人事管理の推進
政策体系上の位置付け

１　行政改革の推進　　政策６

16年度 17年度 18年度

施策に関する評
価結果の概要と
達 成 す べ き 目
標等

基本目標

実績評価書　ｐ５２
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評価実施時期：平成１９年６月

ア　分権型社会に対応した地方制度のあり方の検討
　第２８次地方制度調査会の答申等を踏まえ、地方公共団体の自主性・自律性の拡大、地方議会制度の
見直し、大都市制度の見直しを内容とする地方自治法の一部改正を行うとともに、引き続き地方分権を
推進し、分権型社会に対応した地方制度のあり方等の検討を進める。
イ　市町村合併の推進
　基礎自治体である市町村の規模、能力の充実、行財政基盤の強化を図るためには、市町村合併を推進
することが必要であり、合併市町村の新しいまちづくりの取組を着実に支援するとともに、引き続き、
自主的な市町村合併を積極的に推進していく。
ウ　行政運営の質の向上、公正の確保、透明性の向上（再掲）
　行政改革大綱に基づく具体的な取組を集中的に実施するため、集中改革プランを作成し公表すること
を要請するとともに、国民に対する説明責任を果たす観点から、毎年度フォローアップを実施し、その
結果を広く国民に公表することで地方公共団体の行政運営の質の向上を促進する。また、自己決定権の
拡大に伴い、住民等への説明責任を果たし、住民等の監視のもとに、公正の確保と透明性の向上を図る
ことが一層重要となり、情報公開条例（要綱を含む。以下同じ。）、行政手続条例（要綱を含む。以下
同じ。）の制定が必要であることから、制定を促進し、公正の確保、透明性の向上を行う。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
２　分権型社会への着実な移行　政策７

政策体系上の位置付け

分権型社会に対応した地方制度・地方行政体制の整備等

施策の概要

担当部局名：自治行政局行政課　外２課室

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

ア　分権型社会に対応した地方制度のあり方の検討
　第28次地方制度調査会からの答申等を踏まえた地方自治法の一部を改正する法律案が国会に提出さ
れ、審議を経て成立したところであり、地方の自主性・自律性の確保や議会制度の充実、中核市の指定
要件の緩和等が図られる内容とされたことから、分権型社会に対応した地方制度の確立のために必要な
施策として有効であったと認められる。
　また、新たなる地方分権改革のための推進体制を規定する「地方分権改革推進法」が平成18年12月７
日に成立し、今後、「新地方分権一括法案」の３年以内の国会提出に向け、国と地方の役割分担や国の
関与の在り方の見直し等を行っていくこととなった。このことから、内閣府に地方分権改革推進委員会
が設置されたところであり、引き続き、総務省としても分権型社会に対応した地方制度のあり方等の検
討を行い、地方分権改革推進法に基づき地方分権を積極的に推進していく必要がある。

ア　分権型社会に対応した地方制度のあり方の検討
　・地方自治法の一部を改正する法律案が平成18年５月31日に成立し、平成18年６月７日に公布。
　・中核市の指定要件緩和により、新たに13市が中核市の指定要件を満たすこととなり、
　　現在１市が移行への検討を始めている。
　・「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を受けた、新たなる地方分権改革の推進体制等
　　を定める地方分権改革推進法案が平成18年12月8日に成立し、平成18年12月15日に公布。

イ　市町村合併の推進
　合併特例法及び平成17年施行の合併新法のもと、市町村合併により、平成20年1月までに、全国の市町
村は1,799に再編され、財政措置が大きく拡充された平成11年法改正前の平成11年3月末と比較して、
1,433市町村が減少した。
市町村合併の推進により、市町村の行財政基盤が強化され、分権型社会に対応した地方行政体制の整備
が進められており、当該施策の有効性が認められる。また、合併前の市町村と合併後の予算を比較した
場合、合併を行うことにより人件費や維持管理費の削減が達成されており、市町村合併の推進により行
政コストの削減が見られるため効率性が認められ、2016年度以降において、年間約1.8兆円の効率化が推
計される。しかしながら、地方財政は引き続き極めて厳しい状況にあることから、「市町村合併後の自
治体数は1,000を目標とする」という与党の方針を踏まえ、引き続き、自主的な市町村合併を積極的に推
進していく必要がある。

　地方公共団体の自主性及び自律性を拡大させるための地方制度を整備するとともに、地方行財政基盤
の強化、行政運営の質の向上等を通じ、地方行政体制の確立を推進する。

ウ　行政運営の質の向上、公正の確保、透明性の向上（再掲）
　地方公共団体の集中改革プランの公表状況は、都道府県で95.7%、政令指定都市は100%、市区町村では
95.1%となっている。情報公開条例、行政手続条例の制定状況はほぼ100％であり、未制定団体において
も制定に向けた取組を進めている。制定の状況を調査、公表し、さらに必要に応じて助言を行ってきた
ことにより、制定率が上昇したと考えられることから、取組の有効性が認められる。制定状況の調査、
結果の公表は、既存の調査等を有為に活用したものであり効率的である。
　集中改革プランの未公表団体について早期の公表を促すとともに、情報公開条例、行政手続条例の未
制定団体に対し、早期に制定するよう、助言等を行う。また、意見公募手続について、行政手続法の規
定を踏まえ、導入を促進していく必要がある。

イ　市町村合併の推進
　・合併件数（平成18年度）：12件（合併新法下における合併１件を含む。）
　・合併後の市町村数（平成20年１月予定）：1,799（合併新法下における合併１件を含む。）
　・人口1万人未満の市町村数：
　　平成16年3月31日現在　1,484（構成比47.4％）　→　平成18年3月31日現在　504（構成比27.7％）

施策に関する評
価結果の概要と
達成すべき目標
等

実績評価書　ｐ６１
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（簡素で効率的な政府の実現）
3,200あった市町村が、今年度末には1,800になります。
これに伴い、市町村の議員数は１万8,000人減ります。引
き続き市町村合併を推進するとともに、北海道が道州制
に向けた先行的取組となるよう支援いたします。

平成18年1月20日
（第164回）

今後の行政改革の方針
（閣議決定）

平成16年12月24日

平成18年7月7日

○引き続き自主的な市町村合併を積極的に推進し、行財
政基盤を強化する。
○地方公共団体の行政改革については、これまでも平成9
年の「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政
改革推進のための指針」等に基づき地方公共団体に積極
的な推進を要請し、各地方公共団体において真摯に取組
が行われてきているところであるが、社会経済情勢の変
化を踏まえ更に積極的な取組を促進するため、行政改革
推進のための新たな指針を策定する。

ウ　行政運営の質の向上、公正の確保、透明性の向上（再掲）
　・地方公共団体の集中改革プランの公表状況

　・地方公共団体の情報公開条例制定率　　　　　　・地方公共団体の行政手続条例制定率

平成19年1月26日
（第166回）

（魅力ある地方の創出）
地方分権を徹底して進めます。「新分権一括法案」の３
年以内の国会提出に向け、国と地方の役割分担や国の関
与の在り方の見直しを行います。

平成18年9月
所信表明演説

平成18年9月29日
（第165回）

（活力に満ちたオープンな経済社会の構築）
地方の活力なくして国の活力はありません。やる気のあ
る地方が自由に独自の施策を展開し、「魅力ある地方」
に生まれ変わるよう、必要となる体制の整備を含め、地
方分権を進めます。

施策に関する評
価結果の概要と
達成すべき目標
等

関係する施政方
針演説等内閣の
重要政策（主な
もの）

記載事項（抜粋）

平成19年１月
施政方針演説

○第３章　財政健全化への取組－１．歳出・歳入一体改
革に向けた取組
－（４）第Ⅱ期目標の達成に向けて－②歳出改革－ⅱ各
分野における歳出改革の具体的内容－地方財政
○住民の視点に立った地方公共団体の自発的な取組が促
進されるような制度改革を行う。そのため、再建法制等
も適切に見直すとともに、情報開示の徹底、市場化テス
トの促進等について地方行革の新しい指針を策定する。

平成18年１月
施政方針演説

施政方針演説等 年月日

経済財政運営と構造改革に
関する基本方針2006

（閣議決定）

 

 平成 18年 7月 

都道府県 45 団体(95.7%) 

政令指定都市 15 団体(100%) 

市区町村 1,436 団体（95.1%） 

 

 平成 16 年 4 月 平成 17 年 4 月 平成 18 年 4 月

都道府県 47 団体(100%) 47 団体(100%) 47 団体(100%)

政令指定都市 13 団体(100%) 14 団体(100%) 15 団体(100%)

市区町村 2,890 団体(92.9%) 2,319 団体(96.5%) 1 ,8 22 団 体 (98 .9 %)

 

 平成 16年 3月 平成 17年 3 月 平成 18年 10 月

都道府県 47 団体(100%) 47 団体(100%) 47 団体(100%) 

政令指定都市 13 団体(100%) 13 団体(100%) 15 団体(100%) 

市区町村 3,126 団体(99.5%) 2,516 団体(99.4%) 1,818 団体(99.6%) 
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評価実施時期：平成１９年６月

平成16年度 平成17年度 平成18年度 H16 H17 H18
－ 91団体 124団体 総職員数(人） 3,083,597 3,042,122 2,998,402

（17年7月） （18年４月） ※各年4月1日現在

平成16年度 平成17年度 平成18年度

－ 1,618団体 1,774団体
85.6% 94.7%

公表状況

　能力・実績重視の人事制度の確立や職員の任用・勤務形態の多様化の取組を支援するなど、地方公共団体の人事
制度の改革を推進するとともに、地方公務員の定員の純減・給与の適正化を推進する。

　　○任期付き採用を行っている団体数

　　○給与情報等公表システムによる公表状況

実施団体

平成16年12月24日
閣議決定

８（２）ア（ア）地方公務員全般にわたる定員管理及び給与の適
正化の一層の推進等
８（２）イ地方公務員の人事制度

行政改革の重要方針
平成17年12月24日

閣議決定
４（１）ア②地方公務員の純減目標
４（１）イ②地方公務員給与

担当部局名：自治行政局公務員部公務員課

ア　分権時代にふさわしい地方公務員制度の確立
　分権型社会に向けた公務の能率的運営の推進の観点から、客観的な評価制度の導入を通じた能力・実績重視の人
事制度の確立や職員の任用・勤務形態の多様化の取組を支援するなど、地方公共団体の人事制度の改革を推進す
る。
イ　地方公共団体における定員管理及び地方公務員給与の適正化の推進等
　地方公共団体においては、地方自治の本旨に基づき行政運営を行っていくべきものであり、中でも定員管理や給
与制度は、地方公共団体自らが、地域住民に公表し理解を得る中で、制度運用をしていかなければならないもので
ある。地方行革を推進し、分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立を図るため、地方公務員数の抑制、給与
の適正化を推進する。
ウ　地方行政を担う人材の育成・確保
　地方公共団体が地方分権の推進に対応してその役割を的確に果たし地域の実情に応じた行政を積極的に展開して
いかなければならない状況にあるが、地方公務員が地域の施策を主体的に担い、企画・立案、調整、実施などを一
貫して処理していくことができるよう、地方公共団体における必要な人事・組織体制の整備、能力を有した意欲あ
る人材の育成・確保を推進する。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
２　分権型社会への着実な移行 政策８

政策体系上の位置付け分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立と地方公務
員の適正な人事管理の推進

施策の概要

関係する施政
方 針 演 説 等
内 閣 の 重 要
政策（主なも
の）

施政方針演説等 年月日

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

記載事項（抜粋）

今後の行政改革の方針

経済財政運営と構造改革に
関する基本方針2006

平成18年7月7日
閣議決定

別紙（Ⅰ．公務員人件費）○ 地方公務員
地方公務員人件費については、国家公務員の改革を踏まえた取組
に加え、地方における民間給与水準への準拠の徹底、民間や国と
の比較の観点からの様々な批判に対する是正等の更なる削減努力
を行い、本年４月末に総務省から公表された速報値を踏まえ、５
年間で行政機関の国家公務員の定員純減（▲5.7％）と同程度の定
員純減を行うことを含め大幅な人件費の削減を実現する。

施策に関する
評 価 結 果 の
概要と達成す
べき目標等

（必要性）
　地方公共団体は、地方自治の本旨に基づき行政運営を行っていくべきものであり、地方分権の進展など地方公共
団体を取り巻く環境の変化に対応するため、住民に対し質の高い行政サービスを効率的・安定的に提供する担い手
である地方公務員制度を改革していくことが求められている。このため、総務省では、地方公共団体の能力・実績
重視の人事制度の確立や定員管理、給与の適正化の推進等、地方公務員制度の施策の立案や情報提供を行う等、地
方公共団体の人事制度の改革を推進する必要がある。

（有効性）
　地方公共団体が主体となって分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立を行うものであり、総務省はこのよ
うな取り組みに関する施策の立案や情報提供等により地方公共団体の支援を行っていくものである。このため、総
務省が一定の指標等により目標を定め、その達成状況を測ることは困難である。しかしながら、任期付採用を行っ
ている団体数が増加していること、地方公務員の総定員が減少していること、給与情報等公表システムによる定
員・給与の公表が９割を超える団体で実施されていることなど参考となる指標の状況から、地方公共団体の人事制
度の改革を推進するとともに、地方公務員数の抑制・給与の適正化を着実に推進していることが確認できるため、
有効性が認められる。

（効率性）
　総務省が地方公務員制度を全体的にとりまとめることにより、地方公共団体への助言や情報提供がそれぞれの取
組において、効率的に実施されているところである。特に、地方公共団体給与情報等公表システムについては、
個々の団体が給与・定員管理の情報をホームページで公表し、それを総務省のホームページとリンクさせているた
め、従来よりも各団体間の比較・分析が容易となり、総務省が各団体の情報を集めて公表するよりも費用対効果が
高く、経費も必要最小限であることから、効率性が認められる。

　　○地方公務員数の推移

（反映の方向性）
　地方公共団体による、能力・実績重視の人事制度の確立、任用・勤務形態の多様化の取組の支援、地方公務員の
給与について地域の民間給与の状況をより的確に反映するための施策、集中改革プランに基づく定員の純減や給与
の適正化、給与情報等公表システムを活用した給与情報の積極的な開示・公表の徹底、人材育成基本方針未策定団
体に対する策定の取組について、法律等の制度改正や地方公共団体に対する情報提供、助言などを引き続き実施す
る。

実績評価書　ｐ６９

- 23 -



評価実施時期：平成１９年６月

施策の概要

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

（１）地方財政計画等の策定
　平成19年度地方財政計画の策定等により、地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保するとと
もに、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について適切な補てん措置を講じることとしたこ
とから、施策の有効性が認められた。今後も、所要の財源の確保を図りつつ、地方歳出に対する国の
関与の廃止・縮減、税源移譲を含む国と地方の財源配分の見直し等による地方税財源の充実確保等を
通じて、地方財政運営の自立性の向上及び地方行財政基盤の拡充を推進することが必要である。

（２）地方交付税の算定方法の簡素化・透明化
　地方交付税法の一部改正により、平成19年度より簡素な新しい基準による基準財政需要額の算定
（新型交付税）を導入し、算定項目数を約３割削減するなど算定方法の簡素化・透明化が図られたこ
とから、施策の有効性が認められる。今後とも引き続き、財源調整や財源保障の機能を適切に果たす
ことができるよう所要額の確保を図るとともに、地方公共団体の自主的な財政運営に資する方向でそ
の算定方法につき引き続き簡素化等の見直しを行う必要がある。また、一定規模以上の自治体につい
て、不交付団体の割合を向上させることが必要である。

（３）公債費負担の適正化
　平成18年度に公債費負担適正化計画の完了を予定していた30団体は全て完了し、起債制限比率が一
定水準以下となったことから、施策の有効性が認められる。その一方で、地方債協議制度への移行に
伴い新たに実質公債費比率の適正な管理が求められることから、今後も引き続き、公債費負担適正化
計画の着実な実施等により、財政収支を改善し、財政の健全化を推進する必要がある。

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

平成１９年度実績評価書要旨

施策名 ２　分権型社会への着実な移行
政策９

政策体系上の位置付け

地方財源の確保と地方財政健全化

担当部局名：総務省自治財政局財政課　他３課

（１）地方財政計画等の策定
　極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、地方財政計画及び地方債計画の策定を通じた所要の財政
措置を講じることで、地方財源の確保に努めた。特に、平成19年度地方財政計画では、歳出面におい
て活力ある地方を作るための施策等に財源の重点的配分を図り、歳入面において地方税負担の公平適
正化の推進と一般財源の確保を図ることを基本とするとともに、大幅な財源不足について適切な補て
ん措置を講じることとした。

（２）地方交付税の算定方法の簡素化・透明化
　地方交付税については、引き続き所要額の確保を図るとともに、地方公共団体の自主的・自立的な
財政運営に資する方向で算定方法の簡素化・透明化を図った。

（３）公債費負担の適正化と地方財政の健全化の推進
　昭和62年度から公債費負担適正化計画に基づいて財政運営を行う市町村及び平成18年度以降公債費
負担適正化計画に基づいて実質公債費比率の適正な管理を行う市町村に対して、財政上の措置を講
じ、市町村の自主的・計画的な公債費負担の適正化を推進した。また、現行の地方公共団体の財政再
建制度を見直し、財政指標の整備とその開示の徹底、財政の早期健全化及び再生のための新しい制度
を整備する「地方公共団体の財政の健全化に関する法律案」を国会に提出し、同法案は平成19年6月15
日に成立した。

 地方公共団体の財政運営に支障が生じないように所要の地方財源の確保を行うとともに地方交付税の
算定方法の簡素化等の見直しを進める。また、地方公共団体の財政収支を改善し、地方財政の健全化
を図る。

参考となる指標 平成17年度 平成18年度 平成19年度

地方財政計画の規模 83兆7,687億円 83兆1,508億円 83兆1,261億円

一般財源比率 64.0% 66.6% 68.1%

地方債依存度 14.6% 13.0% 11.6%

借入金残高 205兆円 204兆円 199兆円

地方債計画の規模 15兆5,366億円 13兆9,466億円 12兆5,108億円

実績評価書　ｐ７４
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関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

「経済財政運営と構造改
革に関する基本方針

2006」
平成18年7月7日

第３章 財政健全化への取組
１　歳出・歳入一体改革に向けた取組
（４）第Ⅱ期目標の達成に向けて
ⅱ．各分野における歳出改革の具体的内容
地方財政
・地方交付税の現行法定率は堅持する。
・過去３年間、毎年１兆円近く削減してきた地方交付税等
（一般会計計ベース）について、地方に安心感を持って中
期的に予見可能性のある財政運営を行ってもらえるよう、
地方交付税の現行水準、地方の財政収支の状況、国の一般
会計予算の状況、地方財源不足に係る最近10年間ほどの国
による対応等を踏まえ、適切に対処する。
・これにより、上記の歳出削減努力等とあわせ、安定的な
財政運営に必要となる地方税、地方交付税（ 地方財政計画
ベース）等の一般財源の総額を確保する。
・各地方公共団体に対する地方交付税の配分に当たって
は、行政改革に積極的に努力している団体や地方税収の伸
びがあまり期待できない団体に特段の配慮を行う。
・地方分権に向けて、関係法令の一括した見直し等によ
り、国と地方の役割分担の見直しを進めるとともに、国の
関与・国庫補助負担金の廃止・縮小等を図る。交付税につ
いて、地方団体の財政運営に支障が生じないよう必要な措
置を講じつつ、算定の簡素化を図る。地方税について、
国・地方の財政状況を踏まえつつ、交付税、補助金の見直
しとあわせ、税源移譲を含めた税源配分の見直しを行うな
ど、一体的な検討を図る。

２「簡素で効率的な政府」への取組
（不交付団体の拡大等）
・例えば人口20万人以上の市の半分などの目標を定めて、
交付税に依存しない不交付団体の増加を目指す。地方団体
の財政運営に支障が生じないよう必要な措置を講じつつ、
簡素な新しい基準による交付税の算定を行うなど見直しを
図る。
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評価実施時期：平成１９年６月

【評価結果の概要】

施策に関す
る評価結果
の概要と達
成すべき目
標等

○21世紀を迎え、少子高齢化、就労形態・ライフスタイルの多様化など、我が国経済社会の構造が大
きく変化しており、こうした構造変化に的確に対応し、持続的な質の高い経済社会を作り上げていく
とともに、世代内の公平だけでなく、世代間の公平の活性化を実現するため、「あるべき税制」を実
現することが肝要である。
　また、「国から地方へ」の考え方の下、地方の権限と責任を大幅に拡大し、地方分権を推進するた
め、国の関与を縮小し、税源移譲等により地方税の充実を図ることで、歳入・歳出両面での地方の自
由度を高める改革が必要である。

○平成18年度税制改正における、所得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲が平成19年度から
実施され、地方税源の充実が図られた。また、平成19年度の税制改正では、法人所得課税における減
価償却制度の見直しやバリアフリー改修促進税制の創設など、社会経済情勢の変化等に適切に対応し
た。さらには非課税等特別措置の整理合理化などを行った。
　地方税制度の改正は、中・長期的な観点から所要の改正を実施するものであり、指標を単年度で比
較しても大きな変化が表れることは少ないが、上記のように社会経済情勢の変化に対応して毎年度の
改正を行うことにより、分権型社会を担う地方税制度を構築するにあたって有効性が認められるとと
もに、各種団体等からの税制改正要望等を受け、税制調査会等の審議を経て、国会において社会・経
済情勢に適応した税制改正を実現していることから効率性という側面においても一定の成果が認めら
れる。
　
○今後はさらに地方分権を推進し、地方の自主性、自立性を高め、地方が自らの責任と判断で行政
サービスを実施できるよう、引き続き地方税の充実確保を目指していくとともに、３兆円の税源移譲
が実施され、地方税のウェイトが高まることから、今後、より一層の納税環境の整備や徴収対策の強
化を図っていく必要がある。

担当部局名：自治税務局企画課　外　４課室

平成19年度税制改正の概要
　税制調査会等での様々な議論を背景に、社会経済情勢の変化等に対応すべく、以下のような所要の
改正を行い、地方税制度の構築に努めた。
　　ア　経済活性化等
　　　【減価償却方法の見直し】
　　　　国際競争力強化の観点から、法人所得課税等における減価償却制度を次のとおり見直す。
         ① 償却可能限度額・残存価格の廃止
         ② 償却方法（定率法の見直し）
　　　【上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限の１年延長】
　　　　上場株式等の配当及び譲渡益に係る都道府県民税配当割、株式等譲渡所得割に係る軽減
       税率の適用期限を１年延長する。
　　イ　安心・安全のための税制
　　　【住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設】
　　　　高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った
       場合、翌年度分の固定資産税を１／３減額する特例措置を創設する。
　　ウ　環境税制
　　　【低公害車に係る自動車取得税の特例措置の見直しと延長】
　　　　電気自動車等の低公害者に係る自動車取得税の特例措置について、より環境負荷の小さい
       自動車に重点化するなど所要の見直しを行った上、適用期間を２年延長する。
　　エ　その他
        ① テレワーク設備に係る固定資産税の特例措置の創設
        ② 地上放送デジタル化のための設備に係る固定資産税の特例措置の拡充・延長
        ③ JRに係る固定資産税の承継特例、三島会社特例の５年延長
        ④ 固定資産税における鉄軌道用地の評価方法の変更を平成１９年度に実施するための所要
         の措置

平成１９年度実績評価書要旨

施策名 ２　分権型社会への着実な移行
政策10

政策体系上の位置付け

分権型社会を担う地方税制度の構築

施策の概要

実績評価書　ｐ７９

- 26 -



平成18年7月7日

第166回における安倍
内閣総理大臣施政方針
演説

平成19年1月26日

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

関係する施
政 方 針 演
説 等 内 閣
の 重 要 政
策 （ 主 な も
の）

（魅力ある地方の創出）
　交付税、補助金、税源配分の見直しの一体的な検討を進め
るとともに、地方公共団体の財政力の格差の縮小を目指しま
す。
（国と地方の行財政改革の推進）
　本年秋以降、本格的な議論を行い、１９年度を目途に、社
会保障給付や少子化対策に要する費用の見直しなどを踏まえ
つつ、その費用をあらゆる世代は広く公平に分かち合う観点
から、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく、
取り組んでまいります。

第３章　財政健全化への取組
（５）地方税について、国、地方の財政状況を踏まえつつ、
交付税、補助金の見直しとあわせ、税源移譲を含めた税源配
分の見直しを行うなど、一体的な検討を図る。

施策に関す
る評価結果
の概要と達
成すべき目
標等

　分権型社会を担う地方税制度の構築のために、社会経済情勢等を踏まえた税制改正を実施する。

経済財政運営と構造改
革に関する基本方針２
００６

34.5
35.6 35.4

34.5 35.0 35.0

32.9
32.2

33.0
34.1

34.9

40.4

26

28

30

32

34

36

38

40

42

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18計画 19計画
年度

兆円

※決算額は、地方財政計画ベース（決算統計の数値から、超過課税分、
法定外税及び利子割還付分を控除したもの）の数値である。

地方税収の推移
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評価実施時期：平成１９年６月

・循環型社会形成事業、少子高齢化対策事業
及び地域資源活用促進事業の活用団体数

・辺地数の推移

　地域づくりを推進するため、継続的に事業を実施する。

地方公共団体の地域づくりの支援、地方公共団体の国際化施策の推進、地方公共団体に
おけるＰＦＩ事業の推進、過疎地域の自立促進、辺地に係る財政上の特別措置の実施等
の施策により活力、個性、魅力にあふれる地域づくりを図る。

　活力、個性、魅力にあふれる地域づくりの円滑な実施を助言する立場から総務省として指針
を策定し、各地方公共団体に対して、地域づくりの自主的な取組を要請している。地域づくり
は各地方公共団体の自主的な取組によるものであり、一定の指標等により目標を定めてその達
成状況から総務省の政策を評価することは困難である。しかしながら、参考となる指標から、
地域活性化事業債の制度を一定数の団体が利用していることや18年度末の辺地数が対前年度比
1.1%減となっていることなど参考となる指標の状況から、地域づくりが進展していることが確
認できるため、有効性が認められる。

　地域の活性化に資する事業の中でも、特に効果的な循環型社会形成、少子高齢化対策、地域
資源の有効活用促進などに限定して事業を行っているため、効率性は確保されていると考えら
れる。

（反映の方向性）

　地域づくりは地方公共団体が自主的・主体的に取り組むものであるが、真に必要な基盤整備
事業に対しては、現下の厳しい地方財政の状況において地方財政措置を行うことは、地域の活
性化に必要であると考えられる。平成19年通常国会における総理大臣の施政方針演説において
も、「魅力ある地方の創出」が掲げられるなど、国民や社会のニーズを受け、政府が一丸と
なって地域の再生に向け施策を推進しており、必要性が認められる。

（必要性）

（有効性）

第１６６回国会総理施政
方針演説

経済財政運営と構造改革
に関する基本方針2006

平成18年7月7日

平成18年内の生活者としての外国人総合対策策定等、多文
化共生社会構築を進める。

平成19年1月26日

地方の活力なくして国の活力はありません。私は、国が地
方のやることを考え押しつけるという、戦後続いてきたや
り方は、もはや捨て去るべきだと考えます。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
２　分権型社会への着実な移行　政策11

政策体系上の位置付け

活力、個性、魅力にあふれる地域づくり

担当部局名： 自治行政局　自治政策課他４課室

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日

施策の概要

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

【評価結果の概要】

　地方分権をにらんで、個性豊かで活力や魅力にあふれる地域社会の実現を推進

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

（効率性）

記載事項（抜粋）

6,000

6,500

7,000

7,500

辺

地

数

辺地数 7,243 7,172 6,978 6,866 6,790 

15.3.31現在 16.3.31現在 17.3.31現在 18.3.31現在 19.3.31現在

実績評価書　ｐ８５

事業数 団体数 事業数 団体数 事業数 団体数
都道府県
指定都市
市町村 89 74 68 66 75 65
都道府県
指定都市
市町村 58 54 53 48 50 44
都道府県
指定都市

市町村 100 88 56 55 61 52
都道府県
指定都市
市町村 52 46 44 37 32 28
都道府県
指定都市
市町村 55 53 59 54 66 58
都道府県
指定都市
市町村 19 18 23 16 24 24

5 5 1 1

2 2 18 16
地域資源活
用促進事業

新規分
6 5

継続分
2 2

36 24 35 24

28 13 30 18
少子・高齢
化対策事業

新規分
34 19

継続分
25 18

8 5 11 8

8 8 11 11
循環型社会
形成事業

新規分
5 4

継続分
9 7

参考となる指標
１６年度 １７年度 １８年度
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評価実施時期：平成１９年６月

平成１９年度実績評価書要旨

施策名 ３　電子政府･電子自治体の推進
　政策12

政策体系上の位置付け
利用者本位の行政サービスの提供及び簡素で効率的な政府の実現に向
けた電子政府・電子自治体の推進

担当部局名：行政管理局行政情報システム企画課　外

ア　電子政府の推進
「電子政府推進計画」（平成18年8月31日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）等に基づいて、国民の利便
性・サービスの向上及びIT化に対応した業務改革を目指す。
イ　地方公共団体の情報化の推進
「電子自治体オンライン利用促進指針」、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライ
ン」、「新電子自治体推進指針」等に基づき、各地方公共団体に共通する制度面、システム面の条件整備等に対する
電子自治体構築のための支援を着実に行っていく。

（効率性）
ア　骨太方針2006では、全府省の業務・システム最適化に係る投資額の削減について、2007年度の予算額を当初の
　予算額から2割以上削減することを目指すとされていたが、総務省が内閣官房と協力しつつ、システム構築に係る
　優先順位付けやシステムの機能、単価、工数等の厳正な精査等を行い、それらを踏まえて財務省が予算査定を行
　った結果、全府省として目標を大幅に超える3割の削減を達成した。
イ  総務省では、電子自治体に関する施策の企画立案や財政措置等を行い、地方公共団体が電子自治体関連施策を
　推進する際の参考として「新電子自治体推進指針（平成19年3月20日）」を示して情報提供を行うなど、各地方公
　共団体が各々独自に取り組むよりも効率的に、政府の「世界一便利で効率的な電子行政」を実現するという目標
　を実現するための取組を行っている。

（反映の方向性）
ア　①「オンライン利用促進のための行動計画」の着実な推進を図るため、各府省における実施状況を把握すると
　ともに、当該計画の目標達成に向けた追加方策を検討、②e-Govに整備した総合的なワンストップサービスへの
　順次の移行作業を実施するとともに、同サービスの適切な維持・管理を図ること、③策定済みの最適化計画及び
　「業務・システム最適化指針（ガイドライン）」に基づき、最適化の実施、実施の評価など、PDCAサイクルによ
　る最適化の取組を推進、等の課題に取り組むため、・府省共通業務・システム最適化計画の実施、適切な維持・
　管理に係る予算措置、事務改善等が必要。
イ 電子自治体オンライン利用促進指針等を踏まえた地方公共団体におけるオンライン利用促進や業務・システム
　の効率化、地方公共団体におけるセキュリティ対策の強化、公的分野等への利用範囲の拡大などの公的個人認証
　サービスの利活用の検討、ICTを活用した住民参画の促進等に係る予算措置、事務改善等が必要。

施策の概要

（有効性）
ア　以下により、電子政府の推進について、一部に課題がみられるものの、取組の有効性が認められる。
　　平成18年3月に手続ごとにこれらの具体的な改善措置を定めた「オンライン利用促進のための行動計画」を策定
　した。その後、各府省に同計画の着実な推進と追加措置の検討を要請、その結果、電子申告の税額控除等の様々
　な追加措置を盛り込む形で同計画を改定した。
　　電子政府の総合窓口（e-Gov)全体へのアクセス件数は、年々上昇傾向で推移し、特に平成18年度の増加が顕著
　となっている、また、目標値の3，000万件を達成するなど、国民等利用者に広く利用されている状況がみられる。
　　IT化に対応した業務改革については、平成17年度までに最適化計画を策定した業務・システム76分野に加え、
　平成19年4月までに新たに9分野の業務・システムにおいて業務システムの集中化など様々な効率化措置とそれによ
　る運用経費や業務処理時間の削減効果を明記した最適化計画が着実に策定されている。
    また、業務の効率化や運用経費の削減を図り、業務・システムの最適化効果を最大限に高めるため、業務・シス
　テムの最適化により整備される府省共通システムの共同利用化の推進を図っている。
　　人事・給与関係業務情報システムの導入については、平成19年度末までに各府省においてシステムを導入するこ
　ととしていたが、18年度末までに2府省（うち1府省はシステム導入のみ）となっている。本最適化業務に関しては
　スケジュール等を含め、平成19年6月を目途に最適化計画を見直すこととなっている。
イ　都道府県における公的個人認証に対応した電子申請システムの整備率は100％を達成しており、地域情報ネット
　ワークの整備や公的個人認証サービスの開始、電子自治体オンライン利用促進指針の策定等の総務省の取組に有効
　性があったことが把握できる。また、市町村における公的個人認証に対応した電子申請システムの整備率は31．5
　％を達成している。

（必要性）
ア　利用者にとって使いやすく利便性を実感できる行政サービスを実現するため、利用者視点に立った手続の見直
　し・改善等を進め、申請・届出等手続のオンライン利用を促進する必要がある。
   また、行政運営の簡素化・効率化・合理化を図るため、業務・システムの最適化を着実に推進する必要がある。
イ　IT活用によるすべての国民による生活の利便の向上の実感、行政運営の効率化の推進を図るため、引き続き地
　方公共団体の情報化の取組を進める必要がある。
　 今後は、「IT新改革戦略」、「電子自治体オンライン利用促進指針」、[新電子自治体推進指針」等への対応の
　ため、体制の確保や調査研究等が必要である。

施策に関す
る評価結果
の概要と達
成すべき目
標等

【評価結果の概要】

実績評価書　ｐ９３
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主な指標 目標値
目標年

度
16年度 17年度 18年度

国に対する申請・届出等手
続におけるオンライン利用
率

50% 22年度 ー 11.3% 15.3%

地方に対する申請・届出等
手続におけるオンライン利
用率（電子自治体オンライ
ン利用促進指針で選定した
対象手続に係る利用率）

50% 22年度 ー 11.3% 17.5%

業務・システムの最適化の
推進

ー ー ー
最適化計
画76分野
を策定済

最適化計画83
分野を策定

済、未策定3分
野のうち2分野
については19
年度4月までに
策定済。残る1
分野を策定

中。

電子政府の総合窓口（e-
Gov）へのアクセス件数（利
用件数）

3,000万
件

18年度
約2,400
万件

約2,700万
件

約3,700万件

市町村における公的個人認
証に対応した電子申請シス
テムの整備率

100% 22年度 ー ー
31.5%

（都道府県は
100%を達成）

平成18年7月7日

内閣官房が総務省の協力を得て、・・・システム構築に係る優先順位付
けを行い、それを踏まえた予算要求の選択と集中を図る。これらを踏ま
えつつ、厳格な予算査定を行うことを通じ、2007年度の予算額を当初の
予算額（998億円）以下（2割以上の削減を目指す。）とする。

「IT新改革戦
略」 平成18年1月19日IT戦略本部決定

国・地方公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率
を2010年までに50％以上とする。

「電子政府推進
計画」

平成18年8月31日各府省情報化統括責
任者（CIO）連絡会議決定

利用者視点に立った手続の見直し・改善等を進め、国に対する申請・届
出等手続のオンライン利用率を50％以上とする。システム運用経費の削
減や業務処理時間の削減等最適化の効果の可能な限り早期の実現を図る
とともに、さらなる効果の向上を図る。

第164回国会に
おける小泉内閣
総理大臣施政方
針演説

重点計画-2006
平成18年7月26日IT戦略本部決定

利便性・サービス向上が実感できる電子行政の実現、業務・システム最
適化の推進

平成18年1月20日

「IT新改革戦略に基づき、・・・役所に対する電子申請の利用拡大など
を進め、高い信頼性と安全性が確保され、国民一人ひとりがITの恩恵を
実感できる社会をつくってまいります。

「今後の行政改
革の方針」 平成16年12月24日閣議決定

CIO連絡会議の下、総務省において、各府省が策定する最適化計画を確認
し必要な調整を行うとともに、最適化の実施状況及び最適化実施の評価
状況のモニタリングを行う。

経済財政運営と
構造改革に関す
る基本方針2006

関 係 す る 施
政方針演説
等内閣の重
要政策（主な
もの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

行政分野への
ＩＴの活用と
これに併せた
業務や制度の
見直しを進
め、国民の利
便性及びサー
ビスの向上と
行政運営の簡
素化、効率化
を図る。

電子政府・電子自
治体の推進につい
ては、国民の利便
性・サービスの向
上、ＩＴ化による
業務改革を目標と
して取り組まれる
ものであることか
ら、当該政策に係
る国民の利用環境
や業務・システム
の効率化の状況を
示す左記指標によ
り評価するもので
ある。

基本目標・指標
の設定根拠・考
え方

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

基本目標
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評価実施時期：平成１９年６月

１　電気通信事業における競争環境の整備
　　ネットワーク構造の変化に対応した競争ルール等の検討を行うとともに、電気通信市場の競争状況
　の評価を行い、公正な競争環境の整備を図っていく。

２　高速・超高速ネットワークインフラの整備
　　都市部と過疎地域等の情報通信格差の是正を図るため、民間事業者に対する金融措置等を行うと
  ともに、地方公共団体と連携し整備を促進する。

３　IPv6の普及促進
　　国民の多くが次世代インターネットプロトコルIPv6による利便性の高いサービスを享受できる
 インターネット環境を実現するため、IPv6の普及・促進等を行っていく。

１　電気通信事業における競争環境の整備
  　指標である「電気通信事業者数」、「ブロードバンド契約者数」とも順調に増加し、料金につい
　ても、特に携帯電話において、各種割引制度や無料通話分の充実により実質的に下降傾向にある。
　　また、ブロードバンドの普及により、動画配信サービスが急速に普及するなど、多様で高度な
　サービスが提供されつつある。現状では、概ね電気通信市場の競争ルールが有効に機能し、
　健全な競争が行われていると認められる。

２　高速・超高速ネットワークインフラの整備
  　指標である「ブロードバンド・ゼロ地域」は着実に減少しており、以上の取組は有効に機能して
  いると言える。
　
３　 IPv6の普及促進
  　平成18年度と比較した我が国へのIPv6アドレス割り振り数は増加（平成17年度91→平成18年度96）
　しており、IPv6への移行に向けた実証実験等で得られる各種技術や金融措置等は有効に機能してい
　ると言える。

　我が国は、この４年半で、高速インターネットの加入者数が
８５万から２２００万人へ、インターネットを使った株式取引
の割合が６パーセントから２９パーセントへ、それぞれ急成長
し、世界で最も低い料金で素早く多くの情報に接することがで
きる「世界最先端のＩＴ国家」となりました。

第164回国会小泉内閣総
理大臣施政方針演説

平成18年1月20日

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

【評価結果の概要】

　電気通信事業の公正な競争環境等の整備により、電気通信事業の健全な発達及び低廉で多様・高度な
サービスの提供を促す。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

担当部局名：総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課　他５課室

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
４ 「u-Japan政策」の推進　政策13

政策体系上の位置付け

電気通信事業の健全な発達及び低廉なサービスの提供

施策の概要

 主な指標 目標値 目標年度 16 年度 17 年度 18 年度 

電気通信事業者数の推移 ― ― 13,090 13,774 14,296

ブロードバンド契約者数等の推移 ― ― 19,557,146 23,301,105 26,438,403

ブロードバンドゼロ地域の解消 ０% 平成 22 年度 7.0% 6.1% 4.8% 

実績評価書　ｐ１０１
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評価実施時期：平成１９年６月

基本目標 目標値 目標年度 16年度 17年度 18年度

地上デジタ
ル放送の利
活用の推進

活用 22年度
パイロット
実証実験を
実施

パイロット
実証実験を
実施

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

主な指標

・衛星デジタル放送の普及による周波数の有効利用等をはかるための予算確保等

・ケーブルテレビ施設の整備を支援するため、継続的な予算確保等

・次世代放送システム実現のための予算確保

・国際放送の強化を図るための予算確保
・ＮＨＫ映像国際放送を再編、外国人向け部分を強化した新たな放送を平成20年度後半中に開始する
ための具体策を検討

基本目標・指標の設定根
拠・考え方

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

施策の概要
　「重点計画-2006」(平成18年1月19日)等に基づき、全放送メディアのデジタル化等により、高度で利便
性の高い多様な放送サービスをどこでも利用できる社会の実現を目指す。

 (有効性）

【評価結果の概要】

　

・政府は、世界最先端のIT国家となることを目指しており、「重点計画-2006」の中で、「2011年7月
までに、通信と放送のハーモナイゼーション等を進め、地上デジタルテレビ放送への全面移行」の実
現が示された。こうした中で、国は各種の施策を調和が取れた形で講じ、全放送メディアのデジタル
化等の実現により、高度で利便性の高い多様な放送サービスの普及と発達を図ることが必要である。

 (必要性）

（反映の方向性）

・地上放送のデジタル化の実現と円滑な普及を図るための予算枠の拡大を検討
・国際普及型デジタル放送方式の開発のための継続的な予算確保

・地上デジタル放送の各種サービス等の実用化とその活用の促進のため、明確化された課題や解決方
策等を周知

・地上デジタル放送の公共分野における利活用に関する調査研究は、パイロット実証実験を実施し、
高度なサービスを公共分野に導入した場合の効用を具体的に見える形で検証し、また、こうしたサー
ビスの実用化と普及を図るための課題や解決方策も明確化されたところであり、有効性が認められ
る。
・高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法に基づく地上デジタル放送施設デジタル化促進税制
の活用は、年々増加してきており、有効に活用されているところである。
・ブラジルにおいて技術的な優位性が高く評価され、日本方式を基礎とした地上デジタル放送方式の
採用が決定されたことに鑑み、デジタル放送の導入を検討している各国において実証実験等を通じた
各国のニーズに適した技術要素の検討は有効である。
・地上アナログ放送の停波に関する認知度については、地上アナログ放送が終了すること自体は9割
以上の人に認知され、終了時期について正しく認知している人は、約6割に達しており、周知・広報
活動は有効性が認められる。
・ＢＳデジタル放送について受信可能世帯数でみると、３波共用機の普及とも相俟って順調に増加し
ており、また、ＣＳデジタル放送についても、視聴契約者数は順調に増加しており、ともに施策の有
効性が認められる。
・ラジオ国際放送については、小型の短波ラジオ受信機さえあれば受信可能であることから、世界各
国で我が国の情報を発信することが可能であり、施策として有効である。
・ケーブルテレビによる地上デジタル放送視聴可能世帯数は着実に増加しており、ケーブルテレビの
普及に係る税制・財政等の支援措置の有効性が認められる。また、電気通信基盤充実臨時措置法に係
る支援措置について、ケーブルテレビ事業者等に対して周知を行った結果、同法に基づく認定件数が
増加し、この認定による実施計画に基づき、デジタル化に対応した高度なケーブルテレビ施設の整備
が促進されたことから、本取組の有効性が認められる。
・民放テレビの難視聴等の解消世帯数については、要望があった事業については全て実施することが
でき、難視聴の解消に寄与したため、一定の有効性があったと言える。
・有識者による研究会を開催し、次世代放送システムの技術課題のリスト化という目標を達成できた
ことから、有効性が認められる。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
４ 「u-Japan政策」の推進　政策14

政策体系上の位置付け
高度で利便性の高い多様な放送サービスをどこでも利用できる
社会の実現

担当部局名：情報通信政策局放送政策課　他６課室

①地上デジタル放
送の公共分野での
利活用の推進等
（※１）

携帯端末向け放送、サー
バー型放送、電波遮蔽空間
での放送、通信インフラを
利用した放送及び高度な
データ放送のサービスの実
用化等、地上デジタル放送
の公共分野での利活用の推
進の状況により、基本目標
の進行管理をするものであ
る。

実績評価書　ｐ１０６
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基本目標 目標値 目標年度 16年度 17年度 18年度

活用 22年度 167件 193件 225件

830万世帯
1，172万世
帯

2,217万世
帯

418万件 447万件 465万件

ケーブルテ
レビの普
及・高度化

約2，300万
世帯

22年度
約1，060万
世帯

約1，280万
世帯

約1，870万
世帯

民放テレビ
の難視聴等
の解消

1，000世帯
18年度
（単年度）

623世帯
409世帯
（40%）

202世帯
(20%)

デジタル放
送技術等に
関する調査
研究等

課題のリス
ト化

18年度 － －

次世代放送
システム実
現のための
技術開発課
題・実現年
度を整理

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

e-Japan重点計画2004
（ＩＴ戦略本部決
定）

民放テレビの難視聴等の解
消状況を示す難視聴解消世
帯数により本施策の進行管
理をするものである。

国民が広くデジタル放送を
享受するためには、ケーブ
ルテレビのデジタル化対応
が不可欠であり、その進捗
状況の目標値は「e-Japan
重点計画-2004」におい
て、「ケーブルテレビにつ
いては、2010年までにすべ
てデジタル化されることを
目指し」とされているとこ
ろである。

⑨概要及び実現年
度が明確化された
次世代放送システ
ムの技術課題

記載事項（抜粋）

⑧難視聴解消世帯
数

⑦ケーブルテレビ
による地上デジタ
ル放送視聴可能世
帯数
（※４）

（※１）平成18年度政策体系表の策定時に立てた指標は、「携帯端末向け」「サーバー型放送」　「通信インフラを
　利用した放送」「高度なデータ放送」の各サービス状況を指標としていたが、個別のシステムに特化して見るので
　はなく、地上デジタル放送全体として、その特色を生かしたサービスの実用化が目標であるので、平成19年度実績
　評価書においては、これらの指標を統合し、地上デジタル放送の利活用の状況を把握するのに適した新たな指標に
　変更した。
（※２）平成16年度にすべての民放事業者が認定されているため、今後は、地上放送施設デジタル化促進税制等の支
　援施策を活用し、デジタル化が積極的に進められることが期待されるため、申請件数を指標とする。
　　なお、実績値については、過去に遡って、新たな指標により記載している。
（※３）平成18年度政策体系表の策定時に立てた目標は、当該施策のうちの一部についてのものであることから、平
　成18年度末に従来の指標を改定した。
　　なお、実績値については、過去に遡って、新たな指標により記載している。
（※４）平成17年度政策体系表ではBSデジタル放送への対応状況を指標としていたが、その後、ほぼすべての事業者
  が地上デジタル放送の再送信に対応する必要があることから、平成17年度からは実態把握に適した上記指標に変更
  し、平成18年度実績評価書から反映している。

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

施政方針演説等 年月日

放送のデジタル化完全移行
後の次世代放送システムの
概要及び実現年度の明確化
を指標とする。

約2,840万
世帯

経済財政運営と構造
改革に関する基本方
針2006（閣議決定）

H18.7.7
「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」に基づき、世界の
状況を踏まえ、通信・放送分野の改革を推進する。

H16.6.15

・地上デジタル放送の高度な利活用を図り、併せて、2006年度ま
での携帯受信サービスの実用化や、2008年度までの蓄積型放送及
びそれに伴う新たなアプリケーションを可能とするサービスの実
用化を促進
・ケーブルテレビについては、2010年までにすべてデジタル化さ
れることを目指し、

ＩＴ新改革戦略（Ｉ
Ｔ戦略本部決定） H18.1.19

H18.7.26

・2011年7月までに、通信と放送のハーモナイゼーション等を進
め、地上デジタルテレビ放送への全面移行を実現する。
（重点計画-2006）
・ケーブルテレビについては、地上デジタルテレビ放送への完全
移行等放送のデジタル化に対応するため、2010年までにすべてデ
ジタル化されることを目指し、

重点計画-2006

衛星デジタ
ル放送の普
及

－

22年度

地上デジタル放送を開始す
るための前提となるアナロ
グ周波数変更対策の実施状
況、放送開始に必要な設備
投資に対する支援措置の進
捗状況を表す高度テレビ
ジョン放送施設整備促進臨
時措置法に基づく地上放送
施設デジタル促進税制等の
活用及び地上デジタルテレ
ビジョン放送の開局数・受
信可能世帯数により、基本
目標の進行管理をするもの
である。

⑥ＣＳデジタル放
送視聴契約者数

⑤ＢＳデジタル放
送受信可能世帯数

②高度テレビジョ
ン放送施設整備促
進臨時措置法に基
づく地上放送施設
デジタル化促進税
制等の活用
（※２）

－

衛星デジタル放送の普及に
ついては、ＢＳデジタル放
送受信可能世帯数とＣＳデ
ジタル放送視聴契約者数を
毎月把握する。

約4,000万
世帯

地上放送の
デジタル化
の推進

約4,800万
世帯

約1，810万
世帯

③地上デジタルテ
レビジョン放送の
開局数・受信可能
世帯数

④アナログ周波数
変更対策の実施
（※３）

主な指標
基本目標・指標の設定根

拠・考え方
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評価実施時期：平成１９年６月

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
４ 「u-Japan政策」の推進　政策15

政策体系上の位置付け
社会・経済のＩＣＴ化の推進及び安心・安全な利用環境の整備
等によるＩＣＴ利活用の促進

担当部局名：情報通信政策局総合政策課　他１５課室

　ＩＣＴは、世界規模での急激かつ大幅な社会経済構造の変化を生じさせるものであり、ＩＴ戦略本部
において、政府一体となったＩＴ戦略（ｅ－Ｊａｐａｎ戦略等）を策定・推進しているところである。
これを受け、社会・経済のＩＣＴ化を着実に推進する必要がある。
　一方、社会・経済のＩＣＴ化が進むことによって生じる様々な問題・課題が懸念されており、これら
の問題・課題に適切に対処し、利用環境を整備することによって、安心・安全なＩＣＴ利活用を促進す
る必要がある。

・地域公共ネットワークの全国整備については、平成16年度から平成18年度の３ヶ年で全国整備率は着
実に高まっており、政策の有効性が認められる。
・国民のための情報セキュリティサイト」による普及啓発により、情報通信利用の適正化が促進されて
おり、有効性が認められる。また、研究開発等の実施により、インターネットの安心・安全な利用環境
が促進され、有効性が認められる。
・情報通信分野の人材育成については、「情報通信人材研修支援事業」により、助成を受けた研修事業
の累計受講者数は着実に増加し、その有効性が認められる。
・情報通信ニュービジネスの振興については、平成18年度助成金交付事業者の事業化率は助成年度終了
時点で既に25％に達しており、今後、他の交付事業者が順次事業化を予定していることから、事業化率
は上昇が見込まれ、有効性が認められる。
・自ら率先して普及させる観点からの総務省職員によるテレワークの開始や「テレワーク推進フォーラ
ム」と連携した普及啓発施策等の実施など実践的取組により、有効性を高めている。

（総合的判断）

 (必要性）

 (有効性）

施策の概要

ア　地域の情報化の推進等
地域の情報化基盤となる「地域公共ネットワーク」について、全国普及を目標として整備支援を行ってい
る。また、沖縄においては、「沖縄国際情報特区構想」により、社会・経済のＩＣＴ化を促進している。
イ　コンテンツの流通促進
光ファイバー等のブロードバンド網の整備やデジタル放送の普及など、高度な情報ネットワーク基盤の整
備・普及が進む中で重要性を増している、こうしたインフラを十分に活用した、良質なコンテンツの制作及
び流通の促進を図る。
ウ　電子商取引の普及発展
ネットワーク上の取引における安全性・信頼性を高める電子署名の利活用を促進するため、電子署名及び認
証業務に関する国民への普及啓発活動に取り組むことにより、電子商取引の活性化を図る。

【評価結果の概要】

 (効率性）

・地域公共ネットワークの全国整備については、平成18年度においても未整備の地域が存在しているこ
とから、「ＩＴ新改革戦略」に基づき、地域公共ネットワークの全国整備を目標に掲げ、引き続き地方
公共団体等を支援していく必要がある。
・「国民のための情報セキュリティサイト」を通じた国民への情報セキュリティに関する知識や対策方
法の普及啓発については、サイトの内容の充実化により、着実に運営している。
・電子政府に用いられるＯＳのセキュリティ品質の評価手法の確立については、平成18年度において、
評価項目について検証を実施し、その評価手法の確立を図った。
・平成18年度より、インターネットにおける経路情報の誤りによる通信障害（経路ハイジャック）の検
知・回復・予防に関する研究開発を実施している。
・情報通信分野の人材育成については、研修受講者数が平成16年度3,874人、平成17年度2,411人、平成
18年度2,677人と、累計受講者数は着実に増加している。
・情報通信ニュービジネスの振興については、平成18年度助成金交付事業者の事業化率が助成年度終了
時点で既に25％に達しており、他の交付事業者も順次事業化を予定していることから、事業化率はさら
なる上昇が見込まれ、有効性が認められる。
・テレワーク・ＳＯＨＯの推進については、総務省職員によるテレワークの本格開始や産学官一体によ
る「テレワーク推進フォーラム」と連携した普及啓発施策等の実施など普及に直結する実践的な取組に
より、社会的認知の向上やテレワークに関する情報共有の機会が増加しており、有効性が認められる。

・地域公共ネットワークの全国整備については、「地域公共ネットワークに係る標準仕様」を作成し、
地方公共団体等が地域公共ネットワークを整備する際に、適正規模での設計・整備を行うための情報提
供を実施していることで、ゼロから設計・整備を行うことに比べ、コストを低減している。
・情報通信利用の適正化、情報セキュリティ対策及び情報通信ネットワークの安全・信頼性の向上につ
いては、国と電気通信事業者間における有効な情報伝達体制を整備することなどにより、効率的に迅速
な対応等を行うことが可能となる。
・情報通信分野の人材育成については、助成対象となる研修事業の内容を高度なもの（例えば、ＩＴ
アーキテクト等、情報通信システム等の開発の上流工程を担う人材を育成する研修事業）に限定し効率
性を高めている。
・単独では民間からの出資を得ることが困難なスタートアップ期のICTベンチャーに対し、国が一部の資
金を助成し、民間からの出資を後押しするスキームを構築することにより、効率的な支援を行ってい
る。
・テレワーク・ＳＯＨＯの普及促進に繋がるより実践的な取組となるよう、「テレワーク推進フォーラ
ム」の活動と連携を図り、効率性を高めている。

実績評価書　ｐ１１６
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基本目標 目標値 目標年度 16年度 17年度 18年度

地域情報化
の推進

全自治体に
普及

22年度 63.4% 71.6% 71.9%

セキュリ
ティ品質評
価手法の確
立

18年度 ―

OSの評価項
目の抽出及
び検証環境
の構築

OSのセキュ
リティ品質
の評価手法
を確立

ボットネッ
トに対処す
る総合的な
枠組みの構
築

22年度 ― ―

ボットネッ
トに対処す
る総合的な
枠組みを検
討

情報通信分
野の人材育
成

13,000人 19年度 3,874人 2,411人 2,677人

情報通信
ニュービジ
ネスの振興

18～20年度
に助成した
案件の平均
事業化率が
70%

22年度 ― ― 25%

テレワー
ク・ＳＯＨ
Ｏの推進

20% 22年度 ― 10.4% ―

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

日本経済の進路と戦
略～新たな「創造と
成長」への道筋～

平成19年1月25日

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

基本目標・指標の設定根
拠・考え方

主な指標

・国民一般に向けた情報セキュリティ周知啓発の実施、ボットネットに対処する総合的な枠組みの検討
等、情報通信分野の情報セキュリティ確保等に必要となる取組みを推進
・情報セキュリティ対策促進のための政策的な支援
・国民が安心して情報通信ネットワークを利用できる環境の整備に向けて、国と事業者間における情報
伝達体制の活用等を推進

・高度情報通信人材育成に向け、取り組みを引き続き推進
・助成した研修事業の評価の在り方等を引き続き検討

第３章　「新成長経済」の実現に向けた戦略
　―新たな「創造と成長」への道筋―
（１）潜在成長力を高めるための大胆な改革
（ⅱ）生産性向上への取組
（ＩＴとサービス産業の革新による生産性の向上）
産業横断的に生産性向上の最重要の手段となるのはＩＴである。Ｉ
Ｔにより競争力の強化と中小企業の経営力の向上を促進するととも
に、コンテンツ市場の拡大を図る。また、テレワーク人口の倍増を
目指すなど、ＩＴを活用した就業の機会の拡大を図る。

情報通信分野の研
修受講者数（16年
度～19年度）

情報通信分野の人材育成状
況を示す情報通信分野の研
修受講者数により本目標を
進行管理するものである。

第百六十六回国会に
おける安倍内閣総理
大臣施政方針演説

ニュービジネスの創出状況
をより直接的に示す指標と
して、ベンチャー企業に対
する助成の成果（事業化
率）を採用している。

テレワーク・ＳＯＨＯの推
進を直接的に示す指標とし
て、テレワーカーが就業者
人口に占める割合を把握し
ている。

ベンチャー企業に
対する助成の成果
（事業化率）

記載事項（抜粋）施政方針演説等 年月日

・電子署名及び認証業務に関する法律に基づく普及啓発活動及び調査研究の継続実施のための予算措置
・調査研究を実施することにより、認定制度の適切かつ効率的な運用を維持するための検討
・効果的な普及啓発活動の実施方法について検討

・コンテンツの利用・流通に関するルールのあり方についての調査研究及び実証実験のための予算措置
・IPネットワークを利用したコンテンツの流通に向けた開発・実証のための予算措置

（反映の方向性）

・ICTベンチャーの経営人材育成の充実を検討

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

・字幕放送の普及促進等のＩＣＴ利用環境のユニバーサル化と障害者等の個別ニーズへの支援を引き続
き推進

・テレワーク・ＳＯＨＯの推進について、効果的な普及啓発方法を検討

平成19年1月26日

「チャンスにあふれ、何度でもチャレンジが可能な社会」の構築）
　テレワーク人口の倍増などを通じて、仕事と家庭生活の調和を積
極的に推進します。

電子政府に用いら
れるＯＳのセキュ
リティ品質の評価
手法の確立

安心・安全な利用環境の整
備のため、電子政府に用い
られるＯＳのセキュリティ
品質、ボットネットによる
サイバー攻撃への対処方策
により進行管理する。

ボットネットによ
るサイバー攻撃へ
の対処

地域公共ネット
ワークの全国整備
率

ＩＴ新改革戦略に基づき、
２０１０年までの全国整備
を目標としており、毎年度
整備状況を把握する。

情報通信利
用の適正
化、情報セ
キュリティ
対策及び情
報通信ネッ
トワークの
安全・信頼
性の向上

テレワーカーが就
業者人口に占める
割合
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評価実施時期：平成１９年６月

2006年7月26日

2006年1月19日 Ⅱ 1．○世界一安全な道路交通社会

Ⅱ 2.2 (3) デジタル時代に対応した電波利用等の推進

Ⅱ 1.4 世界一安全な道路交通社会

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
４ 「u-Japan政策」の推進　政策16

政策体系上の位置付け
世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境実現を目指した
公平かつ能率的な電波利用の促進

担当部局名：総合通信基盤局電波部電波政策課　他７課室

ア　新たな電波利用システムの導入
　　世界最先端のブロードバンド環境実現を目指した公平かつ能率的な電波利用の促進を図るため、関
連技術の研究開発及び調査研究等に基づく新たな電波利用システムの導入を実現する。

イ　ＩＴＳの情報通信技術に係るITUでの標準化の状況

　ミリ波帯を用いた車車間通信、路車間通信等の技術上、運用上の特性に関する我が国の提案につい
て、勧告化を積極的に進めている。
　引き続き国際的なＩＴＳ情報通信技術の進展・標準化動向等に関する調査研究を実施する。
　安全運転支援情報通信システムの実証実験を効果的・効率的に行うための体制整備。

ウ　過疎地域等において携帯電話が新たに利用可能となった人口

イ　迅速な周波数の再配分の実現等による電波の有効利用の推進
　　電波の実際の利用状況の調査・評価に基づき電波の有効利用の推進をはかり、新たな電波ニーズに
的確に対応し、迅速な周波数の再配分を実現する。
　　本施策の推進により、世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境実現を目指した公平かつ能率的
な電波利用を促進する。

イ　ＩＴＳの情報通信技術に係るITUでの標準化の状況（目標値：国際標準化、目標年度：２１年度）

　平成18年9月の会合において、ミリ波帯を用いた車車間通信、路車間通信等の技術上・運用上の特性
について日本提案が盛り込まれた暫定新勧告案を作成した。

　平成１８年度において、過疎地域等において新たに約４２,０００人が携帯電話を利用することが可
能になった。
　過疎地等において、携帯電話を利用できるようになった人口数が着実に増加しており、地域住民等の
利便性の向上に有効である。
　携帯電話のエリア拡大のために基地局の設置以外の方法はなく、現時点においては本施策以外の効率
的な手段は存在しない。

施策の概要

エ　電波の利用環境の整備
　世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境実現を目指した公平かつ能率的な電波利用の促進に貢献
するため、過疎地域や遮へい空間での携帯電話等の利用が可能となるように支援を行う。本施策の進行
管理のための指標の目標値は、e-Japan重点計画-2004等に基づくものである。

　超高速インターネット衛星については、平成１９年度の打ち上げを目指し、NICT運営費交付金によ
り、その衛星搭載機器の機能実証に向けた開発が行われている。また、平成１１年度からは「アジア・
太平洋高度衛星通信国際フォーラム」を毎年開催している。平成１８年度にＷＩＮＤＳ(超高速イン
ターネット衛星)利用実験の参加者を募集し、国内外から多くの実験提案が提出された。
　国際フォーラムにおける国内外の衛星通信専門家等との情報交換を通じて、産官の共通認識が醸成さ
れつつあり、本施策は有効である。また、国内外の衛星通信専門家等が一同に会するフォーラムの開催
は、効率的な情報共有を可能としている。本施策はＷＩＮＤＳ利用実験の参加者を募集した結果、国内
外から具体的な実験提案が提出されたため、衛星の実用化に向けた国際共同実験の推進施策として有効
である。

ウ　電波を有効に、また、安心・安全に利用するための環境整備
　電波の監視や技術基準の策定等により電波利用の適正化・効率化を図り、電波の有効利用を推進する
とともに、電波防護指針の策定により安心で安全な電波利用環境の一層の整備を推進する。
　また、本施策の推進により、世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境実現を目指した公平かつ能
率的な電波利用を促進する。

ア　超高速インターネット衛星の研究開発等の状況

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

【評価結果の概要】

ア　超高速インターネット衛星の研究開発等の状況（目標値：実用化、目標年度：２２年度）

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　超高速インターネット衛星は、平成１９年度の打ち上げを、及び平成２２年度の実用化を目指し、
NICT運営費交付金により、その衛星搭載機器の機能実証に向けた開発が行われており、平成１１年度か
らは「アジア・太平洋高度衛星通信国際フォーラム」を毎年開催している。また、平成１８年度に参加
者を募集したＷＩＮＤＳ利用実験の円滑な実施を目指す。

ウ　過疎地域等において携帯電話が新たに利用可能となった人口（目標値：２０万人、目標年度：２０年度）

　平成１８年度において、過疎地域等において新たに約４２，０００人が携帯電話を利用することが可
能になった。
　引き続き、平成２０年度までに、平成１８年度からの累計で２０万人の達成を目指す。

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

Ⅱ 3.1 ②(1) 超高速インターネット衛星の研究開発

ＩＴ新改革戦略

Ⅱ 2.2 (1) (ウ) 条件不利地域における情報格差の是正
重点計画-2006

実績評価書　ｐ１２６
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評価実施時期：平成１９年６月

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

主な指標 目標値 目標年度 16年度 17年度 18年度

専門家による評価に
おいて成果ありと評
価される割合

80% 18年度 100% 100% 99%

ＩＴＵ、ＩＥＴＦ等
における標準提案の
件数

20件程度 18年度 71件 36件 64件

関係する施政
方針演説等内
閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日

施策の概要

施策に関する
評価結果の概
要と達成すべ
き目標等

【評価結果の概要】

記載事項（抜粋）

  国際競争力の維持・強化等を図り持続的発展や国際的地位にふさわしい国を実現するため、情報通信分野にお
ける研究開発・標準化を推進する。

第164回国会における小泉内閣総
理大臣施政方針演説

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
４ 「u-Japan政策」の推進　政策17

政策体系上の位置付け
ユビキタスネットワーク社会の実現に向けた情報通信技術の研究開発・
標準化の推進

担当部局名：情報通信政策局技術政策課　他７課室

平成18年1月20日
「科学技術創造立国」の実現に向け、国全体の予算を減らす
中、科学技術の分野は増額し、第三期基本計画を策定して研
究開発を戦略的に実施してまいります。

主な指標の考え方

第162回国会における小泉内閣総
理大臣施政方針演説

平成17年1月21日
新しい産業や雇用の創出、国民の健康や生活の質の向上、国
の安全や災害の防止に寄与する研究開発を戦略的に推進し、
「科学技術創造立国」を目指します。

研究開発については、現在においても直
接的・定量的な評価手法は開発されてお
らず、論文数や特許申請件数などの間接
的な指標を用い、これらを基に専門家の
意見を交えながら、必要性・効率性・有
効性等を総合的に評価するという手法が
一般的に用いられているため、「専門家
による評価において成果ありと評価され
る割合」を指標と設定している。

標準化の評価については、総務省の標準
化政策の実施による標準化への貢献度合
いとして、国際標準化機関への標準提案
の件数等が政策評価の指標として考えら
れる。このような観点に基づき、国際標
準化機関ITU、IETF等に提案した「標準
提案の件数」を指標として設定してい
る。

（総合評価）
　専門家による評価の結果、平成18年度に実施されたほぼ全て（９９％）の研究開発事業について「成果あり」
との結果が得られており、目標（毎年度80％以上）を達成している。なお、平成18年度においては、重点的研究
資金制度および競争的研究資金制度により１６１件の研究開発事業が、総額約１０５億円の予算により実施さ
れ、論文数が９９８件、特許申請数が国内外を合わせ３５０件に上るなど、着実な成果が見られる。
　また、「戦略的情報通信研究開発推進制度 （国際技術獲得型研究開発）」などの実施によって、ITU、IETF等
への標準提案が64件に上るなど、着実な成果が見られる。さらに、アジア諸国と国際共同研究等を実施している
会合や情報通信分野の標準化協力を推進する会合などへの参加を通じて、アジア・太平洋諸国との連携強化が図
られるなど、目標達成に向けて着実に成果を上げている。

（必要性）
　研究開発においては、年々着実な成果が得られているが、技術の進展がめざましい情報通信分野における新た
な研究開発課題に対し、積極的かつ柔軟に取組むことや、研究開発課題の一層の重点化や取組の改善が必要であ
る。さらに、我が国の技術の国際標準化を推進するなど、情報通信分野の研究開発に係る総合的な企画立案機能
を強化する体制整備及び研究成果の普及を一層図り、国際競争力の向上を図ることが必要である。

（有効性）
　平成18年度に実施された研究開発事業の成果は、『ユビキタスネットワーク（何でもどこでもネットワーク）
技術の研究開発』など、「産業競争力の強化」等の目標達成に資するものであり有効性が認められる。
　また、例えば、我が国に有益な国際標準を獲得していくために海外との連携を強めて行くことなどにより、情
報通信に関する標準化の推進を図ることは、国民の利便性を向上し、我が国の技術水準を維持・向上するための
ものであり、有効性がある。

（効率性）
　平成18年度に実施された各研究開発事業は、総務省および研究者自らの工程管理に加えて、情報通信技術に精
通している外部専門家等による外部評価を受けて一層の効率化を図りながら遂行されており、効率性が認められ
る。
　また、ITU で開催される会議に合わせ、多くの寄書を提出し勧告化を進めている。また、各国から単独に国際
標準化の提案をする場合に比べ、他国と連携（特にAPT 共同提案）した場合、その勧告化の可能性が高くなるな
どの効果が見込めるため、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）など我が国にとって重要な検討課題について他国との
連携を強化するなど、標準化の獲得に向けて効率的な業務を行った。

（反映の方向性）
・ユビキタスネット社会の実現に向けて、新規研究開発事業の企画等に関する検討
・研究開発の成果が、国際競争力の維持・強化やユビキタスネット社会の実現に活かされるための取組の検討
・我が国の将来にわたる国際競争力の確保のため、標準化活動に対し戦略的な取組の検討　　　　　等

実績評価書　ｐ１３３
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評価実施時期：平成１９年６月

目標年度

・ITU全権委員会議に総務副大臣が出席

・ASEM ICT閣僚会合に総務大臣政務官が出席

・ASEANとの電気通信及びIT担当大臣会合に出席

・日仏ICTシンポジウムに総務副大臣が出席､EU英独仏との定期協議開催

・インターネットガバナンスフォーラムに参加 等

20年度

22年度

平成１９年度実績評価書要旨

施策名

政策体系上の位置付け

グローバルな高度情報通信ネットワーク社会実現への貢献

担当部局名：総合通信基盤局国際部国際政策課　他６課室

４ 「u-Japan政策」の推進　政策18

関 係 す る 施政
方針演説等内
閣の重要政策
（主なもの）

年月日

施策の概要

施 策 に 関 す る
評価結果の概
要と達成すべき
目標等

二国間定期協議、政策対話、国際機
関における協議等を通じた我が国の
情報通信行政に対する国際理解の推

進や課題解決の状況等

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針２００２

平成19年4月5日ＩＴ新改革戦略 政策パッケージ

施政方針演説等

グローバルな高度情報通信ネットワーク社会の実現に向け、二国間・多国間等の枠組みによる課
題解決のための取り組み等を実施する。

【評価結果の概要】

　二国間定期協議・政策対話等の実施状況及び国際機関等の枠組みにおける国際調整に係る会議への参加
及び国際プロジェクトの実施等を通じて、我が国の情報通信分野に対する諸外国の理解が進むとともに、
国際的な提言の策定に我が国の提案が反映される等、目標達成に向け成果が上がっている。
　国際的な情報格差（デジタル・ディバイド）の解消等の課題に加え、インターネットの影の部分への対
応等、国際的な取組が必要な新たな課題に対し、積極的かつ継続的な対話・調整・支援が必要である。
　二国間定期協議・政策対話等の実施及び国際機関等の枠組みにおける国際調整に係る会議への参加につ
いては、各国からハイレベルの実務者が参加しており、国際的な課題に対し十分に対処できる者が参加し
意見交換等を行うことが、国際理解・国際協調の面から有効である。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

（今後の課題）
・引き続き、定期協議・政策対話、国際機関等の国際会議に我が国が積極的に参加し、政策協調を図るこ
とが必要。我が国の情報通信分野に対する諸外国の理解不足と諸外国の情報通信市場に対する理解不足が
存在しており、政府・産業界・学界等が一同となりセミナー等を開催し、諸外国との相互理解を深めるこ
とが必要。国際協調の推進、世界的に調和の取れた情報通信分野の発展に貢献するため、英文ニューズレ
ターやインターネットを活用した海外に対する情報発信の強化が重要。また、国際会議における議論の結
果を踏まえ、積極的に共同プロジェクトに参画していくことが重要。
・アジア太平洋電気通信共同体（APT）、国際電気通信連合（ITU）、経済協力開発機構（OECD）等に対
し、資金・人材の両面から継続的な貢献が必要。
・国際共同実験については、目標達成に向けて着実に実施されているが、成果をアジア地域へ普及させる
ための戦略等を踏まえた取組み、拡充が必要。また、国際競争力強化も念頭に置き、アジア地域以外の国
も含め最先端の機器を活用したデモンストレーション、パイロット実験も行っていくことが必要。
・我が国にとって３ヶ国目となる米国との電気通信機器に関する相互承認協定（MRA）の署名により、既
に締結したMRAと併せて、我が国の電気通信機器の全輸出のうち半分以上のシェアの海外マーケットをカ
バーすることとなる。このため、国際競争力強化のための重要政策手段であるMRA制度のさらなる活用を
促進することが必要であり、WEBサイト構築・セミナーの開催等の各種支援策を実施することが必要。ま
た、新たな国とのMRAの実施可能性についても引き続き検討する。
・ICT分野の国際競争力の一層の強化が望まれるところ、デジタル放送、次世代IPネットワーク及びモバ
イルについて、我が国ICT企業の海外展開を支援するため、総合的な支援・相談窓口の設置、セミナーの
開催、官民ミッション団の形成・派遣等が必要。

平成16年6月15日 Ⅱ．〔２〕１．国際政策ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００４

 達成すべき目標
我が国の情報通信行政の国際理解の推進、二国間・多国間等の枠組みによる課題解決のための取り組み、
国際的な情報格差（デジタル・ディバイド）の解消（特にアジア地域）、ネットワークの発展を促す市場
環境・制度の整備、グローバルネットワークにおける国際標準化の推進への対応等を行うことにより、グ
ローバルな高度情報通信ネットワーク社会の実現に貢献するとともに、各国との国際協力関係の強化に資
する。

アジア・ブロードバンド計画の推進
状況

測定指標

―

10カ国以上のアジア
諸国との間でICT分野
での協力関係を推進

アジア諸国における
ICT分野の人材育成

3,000人を実現

５８７人
・アジア太平洋・中東地域を対象にセミナー、ワークショップを開
催、途上国を中心に研修員を招へい

３．（１）イ（ウ）ＩＣＴ産業の国際競争力強化等

記載事項（抜粋）

重点計画－２００６ 平成18年7月26日 ３．２　課題解決モデルの提供による国際貢献

平成14年6月25日

平成15年7月2日

第２部．２．（６）グローバル戦略

Ⅲ．５．ITを軸とした新たな国際関係の展開ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ

目標値

―

測定結果（１８年度）

累計12カ国
（ラオス、ミャンマー、インドネシア、ベトナム、インド、中国、タ
イ、シンガポールと協力関係を推進）

実績評価書　ｐ１３８
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評価実施時期：平成１９年６月

関係する施政方
針演説等内閣の
重要政策（主な
もの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

第１６６回国会における
安倍内閣総理大臣施政方
針演説

平成19年1月26日
　政策金融改革の関連法案を今国会に提出し、特別会計につい
て、その数を半分近くにまで大胆に減らすとともに、郵政民営化
については、本年１０月から確実に実施します。

施策に関する評
価結果の概要と
達成すべき目標
等

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　日本郵政公社の監督及び郵政事業に係る制度の企画立案等により、郵政事業の適正かつ確実な実施を確保す
ることによって、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を目指す。

ア　日本郵政公社の監督の状況
　　日本郵政公社の業績評価、経営改善命令、報告徴求等、必要な措置を講じた。
イ　郵政事業に係る制度の企画立案の状況
　　郵政事業に係る制度の企画立案に資するため、諸外国の郵便・郵便貯金・生命保険等に関する調査研究等
を実施する等して、郵政事業の適正かつ確実な実施を促した。
ウ　郵便局配置空白市町村数
　　 指標　０市町村、１８年度末　０市町村
エ　中期経営目標の目標値達成状況（参考となる指標）
　　中期経営目標の達成状況を評価すべき時期は、日本郵政公社の中期経営目標期間終了後の平成１９年度で
あるが、各年度において年度の業績評価を行っており、平成１７年度の業績評価については、「中期経営目標
の達成に向け順調に進ちょくしている」（４項目）、「中期経営目標の達成に向けおおむね順調に進ちょくし
ている」（９項目）、「中期経営目標の達成に向け取組が遅れている（取組の強化が必要である）」（６項
目）との評価を行い、郵政行政審議会への諮問・答申を経て、日本郵政公社に結果を通知した。
　　なお、第１期中期経営目標の達成状況の評価及び平成１８年度の業績評価については、今後、郵政行政審
議会に諮問を行うこととしている。
オ　郵政民営化の実施に向けた取組の状況（参考となる指標）
　　関係の政省令を制定したほか、日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画が平成１９年４月２７日に
日本郵政株式会社から提出された。

担当部局名：郵政行政局総務課　他７課室

　郵政事業の適正かつ確実な実施を確保するため、日本郵政公社の業績評価、経営状況等の報告等、必要な措
置を命じた。
　また、郵政事業の制度の企画立案に必要な調査研究及び日本郵政公社に対する業績評価を実施する等して、
郵政事業の適正かつ確実な実施を促した。
　なお、平成１９年１０月の郵政民営化に向け、日本郵政公社の業務、資産等の承継に関する実施計画が提出
された。

（評価の観点）
　　日本郵政公社の監督の状況については、日本郵政公社の業績評価、経営改善命令、報告徴求等、必要な措
置を講じ、郵便局ネットワークを通じたユニバーサルサービスの提供等郵政事業の適正かつ確実な実施を促し
た。
　郵政事業に係る制度の企画立案の状況については、諸外国の現状及び将来動向等を把握・分析し、客観的か
つ的確な政策判断ができるよう、諸外国の郵便・郵便貯金・生命保険等に関する調査研究等を実施し、その所
期の成果を達成した。
　また、郵便局配置空白市町村数については、平成１８年度末、全国１，８０４市町村すべてに郵便局は配置
されており（郵便局配置空白市町村数０）、これらの郵便局ネットワークを通じて、郵便、郵便貯金及び簡易
生命保険等のサービスが全国あまねく公平に提供されており、目標は達成されている。
　以上のことから、本政策は、必要かつ有効であり、今後においても、引き続き、実施していく必要がある。

（評価結果）
・今後においても、引き続き、郵政事業の適正かつ確実な実施を確保する必要がある。
　　予算要求：郵政事業の適正かつ確実な実施を確保するため、適時適切に必要な予算措置を行う。
　　制度：郵政事業の適正かつ確実な実施を確保するため、適時適切に必要な制度改正を行う。
　　実施体制・事務のやり方等：日本郵政公社の業績評価の結果の公表を行う。
・平成１９年１０月からの郵政民営化を円滑かつ確実に実施する必要がある。
　　予算要求：郵政民営化を円滑かつ確実に実施するため、必要な予算措置を行う。
　　制度：郵政民営化を円滑かつ確実に実施するため、適時適切に必要な制度改正を行う。
　　実施体制・事務のやり方等：郵政民営化を円滑かつ確実に実施するため、必要な見直しを行う。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
５　郵政事業改革の推進　政策19

政策体系上の位置付け
郵政事業の適正かつ確実な実施の確保による国民生活の安定向上
及び国民経済の健全な発展

施策の概要

実績評価書　ｐ１４３
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評価実施時期：平成１９年６月

　平成１８年度においては、我が国の国際郵便の政策を国際郵便サービスに反映させ、もって我が国利用者
の利便の向上を図るため、ＵＰＵやＡＰＰＵ等の国際会議に合計７回出席した。関係機関の組織改革に係る
議論、年次予算の審議、条約や施行規則等の改正案に関する議論など、ＵＰＵの各種課題に関する議論に積
極的に参画し、我が国の考えを表明するとともに、議場外においても根回し・働きかけを精力的に行い、こ
れら課題等の解決・採択（我が国提案の施行規則改正２案はいずれも採択）に貢献した。
　なお、我が国提案の施行規則改正２案は、以下のとおり。
・書留等の記録扱いの通常郵便物の再調査請求に関して、宛先側の郵政庁が調査結果の証明として受領証写
しを差出し側の国の郵政庁及び調査請求人に提供することとする旨を規定する改正提案。
・小包郵便物に関する調査請求に関しても、上記通常郵便物と同様の取扱いを行うこととする改正提案。
　また、参考となる指標の状況は以下のとおりであり、政策目標の実現に向けた円滑な活動環境の確保が有
効に図れている。
ア　ＵＰＵ活動への人的貢献
　国際郵便に関する関係国際機関、関係国間への人的支援を行うため、従来からＵＰＵ国際事務局に派遣し
てきた職員１名が平成１８年度において任期満了となったが、その後任の職員を我が国より即座に派遣し
た。
また、我が国はＵＰＵのＣＡ（管理理事会）及びＰＯＣ（郵便業務理事会）の理事国（いずれも４０ヵ国が
選挙により選出）として選出されており、毎年定期的に開催される理事会に参画し、各種案件の処理に貢献
することにより理事国としての役割を果たしている。
イ　ＵＰＵ活動への財政的貢献
　国際郵便に関する関係国際機関、関係国間への財政的な貢献をするため、平成１８年度において、ＵＰＵ
へ１７３百万円の分担金（最大等級である５０単位。５０単位を負担しているのは加盟１９１ヵ国中、日本
を含め５ヵ国のみ。）を拠出した。

今後も引き続き、国際郵便分野における国際協調の推進による利用者利便の向上に資するよう取り組む必要
がある。
予算要求：平成２０年度に開催予定のＵＰＵ大会議（ＵＰＵの最高意志決定機関。４年に１回開催。）は、
向こう４年間の連合の方向性の決定、条約等の改正を行うものであり、我が国の制度や業務運行に大きな影
響を与える会議であることから、これに適切に対応していくため、所要の予算の確保を図る。
制度：必要に応じて適時適切な改正を行う。
実施体制・事務のやり方等：必要に応じて適時適切な改正を行う。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
５　郵政事業改革の推進　政策20

政策体系上の位置付け
国際郵便分野における国際協調の推進による利用者の利便の
向上

担当部局名：郵政行政局郵便企画課国際企画室

　国際郵便サービスの円滑な実施を図るため、積極的に国際郵便関係機関等の国際会議に参画し、国際郵便
に関する関係国際機関や関係国との政策協調を推進するとともに、ＵＰＵ（万国郵便連合）活動への人的貢
献、ＵＰＵ活動への財政的貢献等により、我が国の国際郵便に係る政策を国際郵便の取扱いに関する取決め
等に反映させ、もって、我が国利用者の利便の向上を図る。
（参考となる指標）
・ＵＰＵ活動への人的貢献
・ＵＰＵ活動への財政的貢献

ア　国際郵便関係機関等の会議への出席
　我が国の国際郵便の政策を国際郵便の取扱いに関する取決め等に反映させるため、ＵＰＵやＡＰＰＵ（ア
ジア＝太平洋郵便連合）等の各種国際会議に出席し、関係機関の組織改革に係る議論、年次予算の審議、条
約や施行規則等の改正案に関する議論に積極的に参画し、我が方の考えを表明するとともに、議場外におい
ても根回し・働きかけを精力的に行い、我が国の国際郵便に係る政策を国際郵便の取扱いに関する取決め等
に反映させる。
イ　ＵＰＵ国際事務局への人的貢献
　国際郵便に関する関係国際機関、関係国間への人的貢献を図るため、ＵＰＵ国際事務局へ職員を派遣す
る。
ウ　ＵＰＵへの財政的貢献
　国際郵便に関する関係国際機関、関係国間への財政的な貢献をするため、ＵＰＵの分担金として、最高分
担等級である５０単位等級を拠出する。

関係する施政方
針演説等内閣の
重要政策（主な
もの）

施政方針演説等 年月日

施策の概要

施策に関する評
価結果の概要と
達成すべき目標
等

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

記載事項（抜粋）

実績評価書　ｐ１４７

- 40 -



評価実施時期：平成１９年６月

基本目標 主な指標 16年度 17年度 18年度

・「事業者数」は利用者利便の向上の達成状況を図る客観
的な指標

・他方、事業への参入は最終的に各事業者の判断に委ねられ
るべきものであるため、あらかじめ目標数は設定しない

また、信書便事業については、郵便のユニバーサルサービ
スに支障がないことを前提としつつ、諸外国の動向も踏ま
え、競争の促進に努めてまいります。

記載事項（抜粋）

（有効性）
　信書便事業の周知・広報活動に関する施策について、参入事業者数が平成１７年度末の１５９社か
ら平成１８年度末では２１３社と確実に増加しており、また、いずれの役務内容についても事業者数
が増加していること等から、これまでの取組が有効に機能してきたものと評価できる。

（効率性）
　信書便事業の周知・広報活動に関する施策について、業務の効率化の観点から可能な限り事業者向
け及び利用者向けの信書便事業説明会を同日に同一の場所で開催した。

（反映の方向性）
　・信書便制度の一層の周知等を図るための経費について必要な予算枠を確保
　・「郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会」の中間とりまとめ等を踏まえ、制度改正すべ
　　き事項について検討　等

基本目標・指標の設定根拠・考え方

平成１９年度実績評価書要旨

担当部局名：郵政行政局信書便事業課

施策の概要

施策名
信書の送達の事業への民間参入制度の実施による利用者の利
便の向上及び郵便における競争の促進によるサービスの多様
化

政策体系上の位置付け

５　郵政事業改革の推進　政策21

①信書便分野の振興
  民間事業者による信書の送達に関する法律（以下「信書便法」という。）に基づき、民間事業者の
  信書便事業への参入促進及び利用者の認知度の向上を図るため、信書便事業説明会等の周知・広報
  活動を実施する。
②郵便における民間参入の条件と競争政策の在り方等についての研究等
  競争の促進によるサービスの一層の多様化、国民への利益還元を実現するための制度を幅広く検討
　するため、研究会の開催等を実施する。

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

213
利用者利
便の向上

事業者数

（総合的評価）
　信書便法に基づく適正な業務運営の下、信書を送達する事業について、民間事業者の参入促進によ
る利用者の選択の機会の拡大を図るため、信書便事業の周知・広報活動等を実施した結果、参入事業
者は確実に増加していると認められる。一方、信書便制度の在り方に関する検討については、施策の
効果は平成１９年度に発現する予定であることから、平成２０年度に作成する政策評価書において検
証を行う必要がある。

111 159

【評価結果の概要】

（必要性）
　平成１５年４月に信書便法が施行され、信書の送達について民間事業者の参入が可能となっている
ところであるが、国民の基礎的通信手段の一つであり、国民生活に直結した分野であることから、引
き続き、民間参入の促進を通じた利用者の選択の機会の拡大を図る施策を実施する必要がある。

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日

第１６６回国会（常会）
総務委員会における総務
大臣所信表明

（衆議院）
平成19年2月16日

（参議院）
平成19年3月8日

実績評価書　ｐ１５０
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評価実施時期：平成１９年６月

　災害応急対策を円滑に実施するため、防災拠点となる公共施設等の耐震化が急務である。
　平成16年度からの４年間で5,150棟の耐震化を予定していたが、平成17年度末までの２年間の耐震改修済
み棟数は4,468棟であり、目標の80％以上を達成している。また、平成15年度の調査では、平成19年度末の
耐震率を54.1％と見込んでいたが、平成17年度の調査における同年度末の耐震率は56.4％であり、前倒しで
見込みを達成していることからも、耐震化の促進を図るための取組みに有効性が認められる。
　しかし、依然として耐震率は６割に満たないことから、引き続き都道府県における耐震化緊急実施計画を
推進していくことが重要である。

施策の概要

【評価結果の概要】

○住宅防火対策の推進
　住宅火災による死者数は近年増加傾向にあり、住宅防火対策の一層の推進が必要である。
　平成17年は記録のある昭和54年以降最多の1,220人（放火自殺者等を除く。）であったが、平成18年は
1,187人（概数）と減少している。平成18年度で全国において90件の住宅用火災警報器の奏功事例が各消防
機関から報告されていることなどから、住宅用火災警報器の設置の促進など住宅防火対策の取組みの有効性
が認められる。
　しかし、住宅火災による死者数は依然として高水準となっており、死者の半数以上は65歳以上の高齢者で
あること、また、約6割は逃げ遅れによるものであることから、今後も高齢者世帯を中心に住宅用火災警報
器等の早期の普及を促進するとともに、着火抑制の機能を持つ防炎品の普及を推進していくことが重要であ
る。

○放火火災防止対策の推進
　出火原因については、放火火災件数（放火の疑いによるものを含む。）が10年連続して１位であることか
ら、火災件数の減少には放火火災防止対策の推進が必要である。
　放火火災件数は、平成18年中は11,258件（概数）となり、改善傾向が見られる。これは、平成16年に取り
まとめた「放火火災防止対策戦略プラン」に基づき、チェックリストを活用した自己評価による取組みを全
国の消防機関において推進し、放火火災防止対策を実施したことに伴う効果と考えられ、有効性が認められ
る。
　しかし、放火火災件数は、依然として高水準（全出火件数の５分の１以上）にあることから、今後も同プ
ランを活用した地域全体で取り組む「放火されない環境づくり」を推進していくとともに、各地域で実践さ
れている有効な放火火災防止の取組み事例について、情報の共有化を図っていくことが重要である。また、
放火行為の抑制に効果が期待される放火監視機器の効果を検証していくなど、引き続き放火火災防止対策を
推進することが重要である。

○緊急消防援助隊の充実強化
　緊急消防援助隊の充実強化については、東海地震活動計画や首都直下地震等の最新の被害想定等を踏ま
え、大規模災害への対応力を一層強化する必要があることから、消火部隊等を増強するなどして、平成20年
度における緊急消防援助隊の登録目標を4,000隊規模とすることとしており、この目標に向け増強整備を促
進した結果、平成19年４月１日現在3,751隊（約44,000人規模）が登録されている。
　今後は目標を達成するため、義務的国庫補助金である緊急消防援助隊設備整備費補助金を確保し、施設・
資機材等の整備を推進するとともに、先端科学による消火・救急救助技術の開発の促進及び緊急消防援助隊
の指揮及び連携活動能力の向上を図ることが重要である。

○消防団員の確保
　地域防災の中核的存在である消防団の充実強化は、地域防災力の向上に必要不可欠である。
　消防団員を確保するために、機能別団員・分団制度、休団制度の活用等の推進を図ったが、平成18年４月
１日現在で消防団員数は、900,007人となっている。これは、新任団員を上回る団員が退職したことによる
ものであり、新任団員確保の取組が一定の成果を上げて、対前年度比の団員の減少人数は縮小しているもの
の退職団員数をカバーするには至っていない状況である。
　消防団の充実強化のために、将来的な目標数値（団員数100万人、うち女性団員数10万人）に向けて、資
機材等の整備や団員の処遇等の改善を図るとともに、マスメディア等を積極的に活用した広報の実施等を進
め、新規消防団員確保のための運動を全国的に展開していくことが重要である。また、消防団協力事業所表
示制度や消防団員確保アドバイザー派遣制度等を活用した消防団員確保のための取組みを推進し、一層の消
防力の充実強化を図ることが重要である。

　住宅防火対策の推進、小規模雑居ビル等の消防法令違反の是正指導、放火火災防止対策の推進、危険物施
設の火災・漏えい事故の総合的な防止対策を推進することなどにより、火災予防対策の強化に努めた。ま
た、大規模災害等に備え、緊急消防援助隊の充実強化、消防団や自主防災組織の活性化、公共施設等の耐震
化等の推進を行い、国と地域の防災力の強化を図ることにより、火災・災害等による被害の軽減に努めた。

○防災拠点となる公共施設等の耐震化

施策に関する
評 価 結 果 の
概要と達成す
べき目標等

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
６　国民の安心・安全の確保　政策22

政策体系上の位置付け

火災・災害等による被害の軽減

担当部局名：消防庁予防課・防災課　外　８課室

実績評価書　ｐ１５５
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【住宅火災による死者数】（人） 【緊急消防援助隊の隊数】（隊数）

H16年 H17年 H18年 H17.4 H18.4 H19.4

死者数 1,038 1,220 1,187 隊数 2,963 3,397 3,751

（目標：住宅火災による死者数の減少（対前年比））

【放火火災件数】（件） 【消防団員数】（人）

H16年 H17年 H18年 H16.4 H17.4 H18.4

放火火災件数 14,006 12,264 11,258 団員数 919,105 908,043 900,007

予定（４年） 実績（２年） 執行率 H15調査 H17調査

耐震改修済み 5,150 4,468 86.8% 耐震率 51.3% 56.4%

見込み
（４年後） 54.1% 59.8%

※ 予定：H16年度～H19年度の４年間に耐震改修を予定していた棟数。(H15調査)

※ 実績：H16年度～H17年度の２年間に耐震改修を行った棟数。(H17調査)

【耐震化の予定数と実績】（棟数） 【耐震率（参考）】

（目標：概ね4，000隊（20年度））

　国民の安全と安心を確保することは、政府の基本的な責務であるととも
に、我が国の経済活性化の基盤である。
（国民の安全・安心の確保）
大規模災害、テロ、有事等に対する全国的見地からの対応の体制整備や、住
民及びＮＰＯ等との協働による安全・安心な地域づくりなどを推進する。首
都直下地震など大規模地震対策を始めとし、消防等の防災対策については、
被害減少に向けた成果目標を設定し、そのために戦略的・重点的に施策を推
進する。また、防災情報の迅速な伝達体制の整備、地域の防災拠点となる公
共施設の耐震化、防災の高度化、国際防災協力の推進などを戦略的・重点的
に推進する。（一部略）

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2006（閣議決
定）

平成18年7月７日

　我が国は地震等の自然災害が発生しやすい脆弱な国土構造を有しており、
近年では台風や集中豪雨の頻発、大雪等により各地で被害が発生しているほ
か、住宅火災による死者数も増加傾向にある。他方、都市化の進行や高齢化
の進展に伴い災害対応力が低下している。（中略）
　国民の安全と安心の確保は、政府の最も重要な責務の一つであるととも
に、我が国の経済活性化の基盤である。
　このため、国民、地域、企業、ＮＰＯ、ボランティア等と協力しつつ、災
害への備えを実践する国民運動を広く展開しながら、防災・減災対策を戦略
的・重点的に進める。その際には、国際的な協調・連携を図る。
・大規模地震対策の一環として、地域の防災拠点となる公共施設の耐震化を
進める。また、従来より取組を進めてきた大規模地震対策の着実な進捗を図
るとともに、特に、首都直下地震について、「首都直下地震対策大綱」及び
「首都直下地震の地震防災戦略」等に基づき、中枢機能の継続性の確保及び
定量的な減災目標の着実な達成に向けた取組等を推進する。（一部略）
・大規模水害・土砂災害対策、津波・高潮対策、豪雪対策をはじめとした防
災対策を推進する。
・防災情報の迅速な伝達体制の整備、高齢者等の災害時要援護者への避難支
援、消防等の災害対策の強化を進めるとともに、消防団の充実強化を図る。
（一部略）

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2005（閣議決
定）

平成17年6月21日

平成19年度予算編成の基本方
針（閣議決定）

平成18年12月1日

　国民の安全と安心の確保は、政府の基本的な責務であるとともに、安定し
た経済成長の基盤であるとの認識の下、以下の施策に取り組む。
　災害への備えを実践する国民運動を展開しながら、公共施設の耐震化、首
都直下地震対策等大規模地震対策、大規模水害・土砂災害対策等の防災・減
災対策を戦略的・重点的に進める。さらに、迅速・的確な防災情報の提供や
災害応急体制の整備、消防等の災害対策を強化する。（一部略）

（目標：消防団員数の増加（対前年度比））（目標：放火火災件数の減少（対前年比））

平成19年1月26日

国民生活の基盤となる安心・安全の確保（中略）は、政府の大きな責務であ
ります。
大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を戦略的、重点的に進めま
す。迅速かつ正確に防災情報を提供し、お年寄りや障害者などの被害を最小
限にするように努めます。

記載事項（抜粋）

第166回国会における安倍内閣
総理大臣施政方針演説

（目標：緊急性の高い5,150棟）

　火災予防対策の強化、国と地域の防災力の強化を図ることによって、火災・災害等の発生件数、死者数を
減らすことにより被害を軽減することを目標とする。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

施策に関する
評 価 結 果 の
概要と達成す
べき目標等

関 係 す る 施
政 方 針 演 説
等 内 閣 の 重
要政策（主な
もの）

施政方針演説等 年月日
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評価実施時期：平成１９年６月 担当部局名：消防庁国民保護室　外２室

　地方公共団体の有事における対応力の向上のため、国及び地方公共団体による共同訓練を実施し
たほか、適時・適切な判断・行動ができるように、各種の危機管理事象を想定した訓練の実施を促
し、地方公共団体の危機管理能力の強化を図った。
　また、有事の際には地方公共団体だけが情報を保有するのではなく、いかに迅速に住民に対して
警報等の情報を伝達できるかが被害の最小化のために極めて重要な要素であることから、消防庁で
は、消防庁から衛星通信ネットワークを通じて、情報等を人手を介さず、瞬時かつ自動的に住民に
伝達する全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の整備を進めたほか、国民保護法に定められた
安否情報の収集・回答事務に係るシステムの開発を行った。
　さらに、平成18年度を目途として、市町村において国民保護計画を作成することとされていたた
め、消防庁では、市町村国民保護モデル計画を作成し、平成18年１月に各地方公共団体に通知した
ほか、各種説明会へ講師を派遣する等、都道府県と連携して、市町村における国民保護計画作成へ
の支援を行った。

　国民保護訓練の実施について、平成18年度は、平成17年度中に全都道府県の国民保護計画が作成
されたことなどから、訓練を実施する都道府県が昨年度より増加しており、都道府県を中心に35件
が実施された。また、商業施設や生活関連施設を対象としたテロを想定したものや、石油基地や原
発を対象としたものなど、地域それぞれの事情に応じたシナリオを想定した実践的な訓練も行われ
ている。
　武力攻撃事態等に備えた情報伝達システムについては、同報系の市町村防災行政無線の整備率
が、平成19年３月31日現在、75.2％（速報値）となり着実に増加しているほか、全国瞬時警報シス
テム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）について、平成18年度は、同報系防災行政無線自動起動機のソフト改修を
行い、平成19年２月９日から、津波警報等の一部の情報について送信を開始するとともに、10都道
県４市町で情報の受信、同報系防災行政無線の自動起動を開始している。
　市町村における国民保護計画の作成に当たり、消防庁では、技術的な助言として「市町村国民保
護モデル計画」を作成・提示するとともに、市町村向け説明会への講師の派遣や、都道府県に対し
て市町村の計画の作成推進について要請を行うこと等を通じて、市町村における国民保護計画作成
への支援を積極的に行ってきた。その結果、平成19年４月１日現在、全市町村の93％以上に当たる
1,707団体において既に市町村国民保護計画が作成済みとなっている。

　今日の国際社会においては、米国同時多発テロに象徴されるように、国際テロ組織の存在等が重
大な脅威となっており、我が国においても、平成10年の北朝鮮による弾道ミサイル発射等の事案が
相次いで発生したことを受け、安全保障に対する意識が急速に高まった。
　このような諸情勢を背景に、平成16年9月から「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置
に関する法律」（以下、「国民保護法」という。）が施行されたことを受け、消防庁は、地方公共
団体との連絡調整に関する重大な役割を担うこととされ、また、地方公共団体においても、武力攻
撃事態等が発生した際には、警報や避難の指示の住民への伝達等の多くを実施する責務を有するこ
ととなることから、各地方公共団体と密接に連携し、国民保護体制の整備を一層推進していく必要
がある。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名 ６　国民の安心・安全の確保
政策23

政策体系上の位置付け

国民保護体制の整備

施策の概要

【評価結果の概要】

　国民保護計画等を実効性のあるものとするためには、平素から様々な事態を想定した実践的な訓
練を行い、国民保護措置に関する対処能力の向上や関係機関との連携の強化を図ることが有効であ
る。
　また、有事の際、住民に危機を伝える同報系の市町村防災行政無線が、住民の生命を守る上で極
めて有効であることから、引き続きその整備を推進することが重要である。今後は、全国瞬時警報
システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）をはじめとした災害緊急情報伝達ネットワークの構築を図る上で、地
方公共団体における機器整備などのハード面の整備にあわせて、防災行政無線からの情報が伝達さ
れたときに、どのような行動を取るべきか等を踏まえた住民への広報・啓発や訓練の実施等の取組
みを進めていくことが重要である。

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

実績評価書　ｐ１７４
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【市町村防災行政無線（同報系）の整備率】（％）

H17年度 H18年度 H17 H18 H19

整備率 70.1 74.6 75.2

※ 各年３月３１日現在。H19年は速報値。

12 35

(目標：訓練の実施率の向上(対前年度比)) 【市町村国民保護計画の作成率】 (H19.4.1現在)

作成率

93%

5 11

平成18年1月20日
テロや弾道ミサイル等の新たな脅威や緊急事態に対して、国や地
方、国民が迅速かつ的確に行動できるよう、国民保護法に基づ
き、有事における態勢を整備します。

第162回国会における小泉内閣
総理大臣施政方針演説

平成17年1月21日

昨年、長年の懸案であった総合的な有事法制を整備しました。そ
の円滑な実施に向け、有事の際の警報発令から住民の避難、救援
など、国や地方自治体のとるべき措置の手順を定め、制度の運用
に万全を期します。

総　計

（目標：作成率１００％（18年度末））

作成済み市町村数

　国民保護計画の作成や国民保護訓練の実施についての支援や各種システムの整備等によって、地
方公共団体における危機管理体制の充実を図り、有事に適切に対応できる国民保護体制を整備する
ことを目標とする。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

種　別

全市町村数

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

第164回国会における小泉内閣
総理大臣施政方針演説

国民の保護に関する基本指針
（閣議決定）

平成17年3月15日

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2005（閣議決
定）

平成17年6月21日
【第３章 ２．国民の安全・安心の確保　別表１（１）】
テロ、有事に対する国民保護の体制整備を推進する。

1,827 1,707

【国民保護訓練の実施状況】（回数）

共同訓練
（国と地方公共団体） （目標：整備率７５％（20年度末））

単独訓練
（地方公共団体）

7 24
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評価実施時期：平成１９年６月

施策の概要

 　消防庁では、より質の高い救急業務を実施し、救命率の向上を図るため、救急需要対策や、救急
業務の高度化などに取り組んでいる。
 救急需要対策については、救急需要が急増する中で、真に緊急を要する傷病者への対応が遅れるこ
とのないよう、検討会を設けて総合的な対策についての検討を重ねている。
 救急業務の高度化については、救急救命処置の状況により、救命率が大きく異なることから、傷病
者に対してより高度な救急救命処置を実施することを可能とするため、救急救命士の養成・配置、
高規格の救急自動車等の整備を推進することにより、救命率の向上を図った。
　また、搬送に至るまでの処置状況により、救命率も異なることから、救急隊が現場に到着するま
での間に、バイスタンダーにより傷病者に対して応急手当が実施されるように、住民に対して、国
際的な心肺蘇生法のガイドラインに基づく応急手当の普及啓発活動を推進し、救命率の向上に努め
た。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名 ６　国民の安心・安全の確保
政策24

政策体系上の位置付け

救命率の向上

担当部局名：消防庁救急企画室　外１室

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

【評価結果の概要】

○救命効果の検証・分析の高度化
　 救急救命士の処置範囲の拡大や、応急手当の普及啓発の進展等を踏まえ、平成１７年より導入し
たウツタイン様式による統計データを活用し、救急救命処置や応急手当の救命効果の検証・分析を
より詳細かつ正確に行うことにより、救命率の向上に寄与するより効率的で効果的な政策を実施し
ていく必要がある。

○救急需要対策への取組
　今後の高齢化の進展等を踏まえると、救急出場件数はさらに大幅な増加が見込まれる一方で、救
急隊数は微増にとどまり、需給ギャップの拡大から、救急自動車の平均現場到着所要時間は遅延す
る傾向にある。速やかな搬送が救命率の向上に資することから、救急需要対策について検討し、搬
送体制の確保を図る必要がある。
　救急隊は平成１８年４月１日現在で前年比２８隊増の４，７７９隊となり、消防防災ヘリコプ
ターの救急出動件数は平成１７年中で２，４９２件（前年比１３６件増）と増加傾向にあるなど、
搬送体制の充実に向けた取組みが成果を上げており、有効性が認められるが、今後も引き続き救急
隊の確保、消防防災ヘリコプターの整備を推進するとともに、増加し続けることが予想される救急
需要への対応を検討する必要がある。

○高度な救急救命処置の実施
　高度な救急救命処置の実施により救命率の向上が期待できることから、救急救命士の養成・確保
を図るほか、救急救命士の処置範囲の拡大とあわせて、消防機関と医療機関との連携によって、救
急救命処置等の適切な実施に必要な医師による常時指示体制等のメディカルコントロール体制の充
実を進めていく必要がある。
　平成１８年４月１日現在で、救急救命士の救急隊配備率は８２．４％（対前年比４．２ポイント
増）となっている。また、救急救命士を含む救急隊員の処置による救命率も平成１７年度には７．
６％となるなど毎年向上しており、救急救命士制度の導入効果が認められ、高度な救急救命処置の
実施のための取組みが有効であることが把握できる。
　また、メディカルコントロール協議会は既に全ての都道府県に設置され、メディカルコントロー
ル体制の充実に向けた取組みの有効性が認められるが、活動の実態がほとんど見られない協議会が
あるなど、取組みの効率性に改善の余地がある。
　今後は気管挿管等の実施可能な救急救命士のさらなる養成のための講習や地域バランスを考慮し
た救急救命士等の養成・確保、メディカルコントロール協議会の質の全国的な底上げなどを推進し
ていく必要がある。

○現場における住民による応急手当の実施
　平成17年中の救急自動車による平均現場到着所要時間は6.5分であるのに対し、心肺停止傷病者
は、応急手当等を実施しない場合には心肺停止後３分で50％が死亡するといわれていることから、
救急自動車到着前のバイスタンダーによる応急手当の実施は、救命率の向上に大きく寄与するもの
と考えられる。
　平成１７年には１，２１６千人が救命講習を受講し、平成１７年の心肺停止傷病者への応急手当
の実施率は３３．６％（前年比０．１ポイント増）となるなど、その取組みが有効であることが認
められる。
　今後は、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の内容を含めた救命講習会等の開催を推進していく必要
がある。

実績評価書　ｐ１８０
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【救急隊数の推移】（隊数） 【救急救命士制度の導入による救命率の推移】（％）

H16.4 H17.4 H18.4 H15年 H16年 H17年

救急隊数 4,711 4,751 4,779 救命率 6.2 6.7 7.6

（目標：救命率の向上（対前年度比））

【消防防災ヘリコプターの救急出動件数】（件） 【住民による応急手当実施率】（％）

H15年 H16年 H17年 H15年 H16年 H17年

出動件数 2,087 2,356 2,492 実施率 30.8 33.5 33.6

※ 心肺停止傷病者に対し、現場において住民により実施されたもの。

【救急隊への配備率】（％）

H16.4 H17.4 H18.4

救急救命士 73.0 78.2 82.4

高規格救急自動車 64.5 68.4 71.9

（目標：（平成20年度まで）

・全救急隊の85%の隊に救急救命士を1人以上配置、

・全救急隊の85%の隊に高規格救急自動車を配置）

規制改革・民間開放の推進に関
する第１次答申（規制改革・民
間開放推進会議）

平成16年12月24日

救急搬送業務における民間の活用について、課題の洗い出しやその
解決のための関係機関による検討・協議の場を設けるべきであり、
その結論を踏まえ、上記に示したような救急搬送業務について民間
委託、民間委譲を推進すべきである。

平成18年7月7日
救出救助、救急医療等に関し、ヘリコプターの活用を含め全国的見
地からの体制整備を図る。

　救急需要対策、高度な救急救命処置の実施、現場における住民による応急手当の充実等の施策を
展開し、救急業務の充実・高度化を図ることにより、救命率を向上させることを目標とする。

経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針2006（閣議決定）関係する施政方針演

説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

施策に関する評価結
果の概要と達成すべ
き目標等

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】
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評価実施時期：平成１９年６月 担当部局名：統計局総務課、政策統括官室

ア　統計行政の基本的事項の企画・立案、社会・経済の実態に対応した統計が
　　作成されるための調整
イ　統計調査の円滑な実施のための実施体制の確保及び国民の協力の確保
ウ　統計データの利用の促進
エ　統計に関する国際協力の推進
オ　国勢の基本に関する統計の作成
カ　統計情報の的確な提供

（反映の方向性）
　新たな統計法制度の施行に向けた取組が必要。国勢調査等の国勢の基本に関する統計調査を確実に実施す
るとともに、産業構造の変化等に対応した統計整備を進める。統計調査の民間開放について、実証的な検証
の事前実施等、調査ごとの特性に応じた更なる具体的検討を推進することが必要。情報通信技術の活用を促
進し、調査客体及び統計ユーザーの利便向上を図る。

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
６　国民の安心・安全の確保

　　政策25

政策体系上の位置付け社会経済の変化に対応し、国民生活の向上に役立つ統計の体系
的な整備・提供

施策の概要

施策に関する
評価結果の概
要と達成すべ
き目標等

【評価結果の概要】

（効率性）
　統計調査の効率的実施に資するための民間委託の推進に係る取組の成果が上がっているが、規制改革・民
間開放推進３か年計画（再改定）（平成18年３月31日閣議決定）等を踏まえ、統計調査の市場化テスト・民
間開放を推進するため、統計調査の民間委託に係るガイドラインの改定等に向けた取組の継続が必要。
　また、家計調査について、パソコンを活用した審査方法の見直し等により結果の公表の早期化を行ったほ
か、政府統計の総合窓口である統計データ・ポータルサイトは毎年度経費を節減しつつアクセス件数15%以上
増加という着実な伸びをみせているなど、国勢の基本に関する統計調査の実施・提供を効率的に行ってい
る。
　なお、統計調査に関する審査・調整、統計調査の実施体制の確保等のための取組を、総務省において政府
横断的に一元的に行うことは、統計の体系的整備等を図る上で効率的である。
　以上のとおり、総務省の取組は、社会経済の変化に対応し、国民生活の向上に役立つ統計の体系的な整
備・提供を図る上で効率的である。

（有効性）
　「社会の情報基盤」としての公的統計の体系的かつ効率的な整備、その有用性の確保を図るため、統計法
を全面的に改正する法案を平成19年通常国会に提出（同年５月に成立）したほか、統計調査に関する審査・
調整も着実に実施されているなど、統計行政の基本的事項の企画・立案、社会・経済の実態に対応した統計
作成のための調整の成果が上がっている。また、統計調査の円滑な実施のための実施体制の確保及び国民の
協力の確保、統計データの利用促進、統計に関する国際協力の推進に関する取組も順調・着実に進んでい
る。
　国勢の基本に関する統計の作成については、社会経済情勢と行政需要を踏まえた集計事項の充実、結果公
表の早期化等を図っており、着実に実施されているものと判断される。なお、今後とも、統計需要や調査環
境の変化に対応するため、統計制度改革の方向性を踏まえ、有識者による検討会等において引き続き調査方
法の改善等幅広く検討を進める必要がある。また、統計情報の的確な提供についても、提供する統計情報を
継続的に充実させるとともに、目標値を概ね上回るアクセスを受けており、的確な情報提供を行っている。
　以上のとおり、総務省の取組は、社会経済の変化に対応し、国民生活の向上に役立つ統計の体系的な整
備・提供を図る上で有効。

（必要性）
　各行政機関がそれぞれ統計調査を実施する分散型の統計機構において総務省は、統計に関する政府横断的
な調整を行う機関として、統計制度の企画・立案、統計調査の計画の事前の審査・調整等を実施し、統計調
査の重複排除等を行いつつ、統計の体系的整備を図っている。また、府省横断的な統計調査を実施する機関
として、国勢の基本に関する統計の作成・提供を行っている。
　これらは、行政施策の企画・立案・評価、国民や事業所・企業などの合理的な意思決定や真理の探求を助
け、国民生活の向上や社会経済の発展に必要不可欠である。

実績評価書　ｐ１９２
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平成18年３月31
日閣議決定

○総務省は、ガイドラインの改定等所要の措置を速やかに講ずる。
○指定統計調査について、平成19 年度までに（平成19 年度に指定統計調
査が実施されないものについては、平成19 年度以降で調査時期が到来次第
順次）市場化テスト・民間開放を実施するため、規制改革・民間開放推進
会議との連携の下、遅くとも平成18 年度前半までに、そのための計画を策
定する。

平成18年７月７
日閣議決定

○統計調査の審査による主な改善事例
・作物統計調査において、実地調査の廃止・標本調査の導入に伴う調査票の簡素化及び調査事項の縮減を承
認。
・観光立国の推進に向けた観光政策の基礎資料とすることを目的とした「宿泊旅行統計調査」を承認し、観
光統計体系の整備を推進。

○統計調査等を11件実施（平成18年度目標：11件実施）したほか、統計調査の民間開放など統計需要や調査
環境の変化に応じた調査の改善に資するための各種取組を実施している。

（基本目標）
　社会経済の変化に対応し、国民生活の向上に役立つ統計の体系的な整備・提供を図る。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

（主な指標の状況）

関係する施政
方針演説等内
閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

経済財政運営と構造改革
に関する基本方針2006

公共サービス改革基本方
針（改定）

平成18年12月22
日閣議決定

○科学技術研究調査を除く総務省所管のすべての指定統計調査について、
統計の信頼性等を確保しつつ民間開放を推進することとし、監理委員会と
連携して行っている検討状況を踏まえ、地方公共団体における民間開放に
係る入札の実施を平成19年度から（同年度に実施されない指定統計調査に
ついては調査時期が到来次第順次）可能とするために必要な措置を講じ
る。
○総務省における統計調査の民間開放の検討状況を踏まえ、総務省は、関
係府省と連携して、統計調査の民間開放を促すためのガイドラインの改定
を平成19年５月末までに措置する。

（サービス統計の拡充）
サービス統計の抜本的拡充を図る。
（統計制度改革）
統計法制度を抜本的に改革するための法律案を次期通常国会に提出する。

規制改革・民間開放推進
三か年計画（再改定）

目標値 目標年度 16年度 17年度 18年度

地 方 業 務 研 修 （ 中 央 研

修）
100%

98.5％（98.5％） 91.8％（98.2％） 89.4％（98.3％）

登録調査員中央研修 80% 74.8％（90.5％） 66.4％（89.5％） 86.2％（97.2％）

登録調査員地域ブロック

別研修
80%

73.7％（99.4％） 72.9％（100％） 88.9％（100％）

ファイル数：約130万件 約99万3000件 約99万6000件 約101万8000件

アクセス件数：約270万件 約304万4000件 約370万5000件 約321万8000件

統計データ・ポータルサ

イトのアクセス件数

アクセス件数：約90万件 18年度 約64万3000件 約77万3000件 約90万5000件

18年度

主な指標

18年度

ホームページ収録ファイ

ル数及びアクセス件数統計調査

結果の提

供状況

各種研修

受講者の

満足度

※（　）は無回答だった者を除いて算出した割合
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評価実施時期：平成１９年６月

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

受給者等の支給手続き上の
負担軽減度

２手続の廃止を措置 １手続の廃止を措置 １手続の廃止を措置

関 係 す る 施
政 方 針 演 説
等 内 閣 の 重
要政策（主な
もの）

施政方針演説等 年月日

施策の概要

（その他）
　平成１８年度に行われた恩給法の改正において、受給者の要望に応え、将来にわたり安定的かつ適正な
改定が自動的に行われるよう制度上の措置を講じたことにより、今後の取組の必要性がなくなったため、
「恩給年額の適正な改定」という施策は役割を終えた。

施策に関する
評 価 結 果 の
概要と達成す
べき目標等

毎年度の受給者数 １２８万人 １２１万人

参考となる指標

平成１９年度実績評価書要旨

施策名 ６　国民の安全・安心の確保
　政策26

政策体系上の位置付け

受給者の生活を支える恩給行政の推進

担当部局名：人事・恩給局恩給企画課、恩給審査課、恩給業務課

　社会経済情勢を踏まえた恩給年額の適正な改定を行うとともに、支給手続の簡素化、合理化による受給
者等の負担軽減、恩給請求の迅速な処理等を通じ、高齢化した受給者等に対するサービスの向上を図る。

毎年度の恩給年額

規制改革・民間開放推進３か年
計画（再改定）

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

記載事項（抜粋）

（必要性）
　恩給制度は国家補償の性格を有する制度であることを踏まえて、毎年度の支給額について適正な改定を
行う必要がある。
　恩給受給者の高齢化が進んでいること等を踏まえ、支給事務手続の簡素、合理化に努めるとともに、
迅速な請求処理等を通じて受給者等に対するサービスの向上を図る必要がある。

（有効性）
　平成１８年に行った恩給法の改正（平成１９年法律第１３号）による恩給改定は、恩給制度及び受給者
の生活の安定を確保し、納税者である国民の理解を得る上でも最善の措置と考えられ、有効性が認められ
る。
　行政サービスの向上、業務処理の迅速化・効率化等を図るため、平成２２年度を移行目標年度として今
後実施する取組を総合的、計画的にまとめた「恩給業務の業務・システム最適化計画」（平成17年６月29
日決定）等に基づき、これまで隔年としていた恩給受給権調査（誕生月調査）を廃止し、受給者の調査応
答負担を軽減するなど、行政サービスの向上等が着実に図られており、有効性が認められる。

（効率性）
　システムの最適化に係る外部設計及び恩給相談電話システムの変更に当たっては、競争入札により外部
委託を行うなど最小限のコストでサービス向上を図ったことなどから、効率性が認められる。

平均８７万円 平均８６万円

（基本目標）
　恩給年額の適正な改定、受給者等に対するサービス向上（受給者等の負担軽減、恩給請求の速やかな処
理）を図る。
（参考となる指標の設定根拠・考え方）
　本政策については、恩給制度が国家補償の性格を有しており、恩給年額の改定に当たっては総合的に検
討する必要があること等から、具体的な指標や目標値を設定することは困難であるため、「参考となる指
標」により、本政策の目指す定性的な目標に向かっての達成状況の把握に努める。

（反映の方向性）
・必要に応じて現行制度の改正について検討
・事務処理の見直しを検討

平成18年3月31日
閣議決定

Ⅲ 措置事項
　７ 金融関係
　　オ その他
　　⑯ 恩給の支払（総務省）
【措置内容】
　恩給の支払事務は、現在、郵便局で行われているが、恩給受給者の
利便の向上のため、支払事務と併せ行われている窓口相談・債権管理
事務が円滑に行われるための条件整備を始めとして、支払事務を民間
金融機関においても行うことができるよう、結論を得て、金融機関等
関係者のシステム整備を前提として、所要の措置を講じる。
【実施予定時期】
　平成19年10月以降に実施。

平均８５万円

１１４万人

年度末における請求未処理
案件比率
（年度末における残件数
　　　　／月間平均処理件数）

０．９月分
（2,467／2,800）

０．６月分
（1,593／2,592）

０．６月分
（1,364／2,200）

実績評価書　ｐ２０４
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